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宮

本

晋

平

は
　
じ
　
め
　
に

　
中
世
画
期
、
治
天
の
君
は
各
権
門
に
一
国
支
配
権
を
与
え
、
権
門
は
給
付

さ
れ
た
国
か
ら
収
益
を
得
て
治
天
や
朝
廷
に
奉
仕
し
た
。
こ
れ
を
知
行
国
制

と
い
う
。
知
行
国
制
は
荘
園
制
と
並
ぶ
貴
族
社
会
の
経
済
基
盤
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
研
究
は
当
該
期
の
国
家
論
や
貴
族
社
会
論
な
ど
様
々
な
分
野
の
基
礎

と
な
る
。
こ
の
う
ち
荘
園
制
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て

き
た
。
対
し
て
、
知
行
国
制
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
し
か
も
成
立
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
平
安
後
期
を
対
象
と
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
知
行
国
制

成
立
に
つ
い
て
の
理
解
は
進
展
し
た
が
、
国
務
運
営
の
方
式
や
現
地
支
配
の

あ
り
方
な
ど
知
行
国
制
の
実
態
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
が
多
い
。
そ
こ

で
、
知
行
国
制
の
全
盛
期
で
あ
る
鎌
倉
時
代
ま
で
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
を
見
通
す
こ
と
で
未
解
明
だ
っ
た
知

行
国
制
の
諸
側
面
が
明
ら
か
と
な
り
、
よ
り
豊
か
な
知
行
国
像
が
描
け
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
鎌
倉
時
代
の
知
行
国
制
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
て
お
く
。

ま
ず
古
典
的
研
究
と
し
て
、
戦
前
の
和
田
正
夫
・
竹
内
理
王
・
村
田
正
志
に

よ
る
名
国
司
や
領
置
分
国
・
寺
社
知
行
国
に
関
す
る
個
別
研
究
、
お
よ
び
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

後
の
吉
村
茂
樹
の
総
合
的
な
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
明
ら

か
に
さ
れ
た
諸
事
実
は
、
現
在
の
辞
書
的
な
理
解
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
関
東
御
分
国
に
関
す
る
石
井
進
の
研
究
を
除
け
ば
、
研
究
は
あ
ま

　
　
　
　
　
　
　
③

り
進
展
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
菊
池
紳
一
・
宮
崎
康
充
門
国
司
一
覧
」
に

よ
り
、
知
行
国
主
や
国
守
の
人
名
比
定
と
い
う
基
礎
的
な
デ
ー
タ
が
公
表
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
る
と
、
こ
れ
を
も
と
に
相
次
い
で
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。
治
天
に
よ
る
給

国
権
掌
握
や
治
天
交
代
に
よ
る
国
主
の
大
量
交
代
を
明
ら
か
に
し
た
遠
藤
基

郎
、
鎌
倉
後
期
の
国
衙
支
配
を
検
討
し
た
稲
葉
伸
道
・
南
川
哲
郎
、
国
主
に

よ
る
近
臣
へ
の
国
領
給
付
に
注
目
し
て
国
領
支
配
の
実
態
を
解
明
し
た
田
中

健
二
・
高
橋
～
樹
、
知
行
国
の
財
政
面
を
支
え
る
国
雑
掌
の
実
態
に
迫
っ
た
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本
郷
恵
子
・
白
川
哲
郎
、
名
国
司
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
佐
藤
健
一
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
よ
り
、
鎌
倉
時
代
の
知
行
国
制
研
究
は
大
き
く
前
進
し
た
の
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
国
衙
・
国
領
・
国
雑
記
な
ど
実
務
レ
ベ
ル
に
お
け
る
国
務
運
営
が

解
明
さ
れ
た
点
が
特
筆
さ
れ
る
。
し
か
し
対
象
と
す
る
の
は
い
ず
れ
も
国
務

の
下
部
権
力
で
あ
り
、
上
部
権
力
で
あ
る
知
行
国
主
レ
ベ
ル
で
の
国
務
運
営

に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
両
者
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
中
央
か
ら

在
地
ま
で
を
見
通
し
た
知
行
国
愚
論
が
展
開
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
国
主
レ
ベ
ル
に
お
け
る
国
務
運
営
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お

い
て
若
干
で
は
あ
る
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
知
行
国
の
望
事
」
と

呼
ば
れ
る
現
象
で
あ
る
。
最
初
に
指
摘
し
た
竹
内
理
三
は
、
院
宮
分
国
に
は

国
主
以
外
に
も
う
一
人
「
実
際
に
国
務
を
担
当
す
る
国
主
」
が
存
在
す
る
と

し
、
こ
れ
を
「
知
行
国
の
霊
化
」
と
名
付
け
た
。
ま
た
橋
本
義
彦
は
、
一
つ

の
国
が
知
行
国
と
院
宮
分
国
、
二
つ
の
知
行
国
に
同
時
に
充
て
ら
れ
た
場
合

に
「
知
行
国
の
複
化
」
が
生
じ
、
鎌
倉
時
代
の
院
宮
分
国
で
は
こ
の
形
態
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

～
般
的
で
あ
っ
た
と
す
る
。
一
方
、
吉
村
茂
樹
は
、
院
宮
分
国
お
よ
び
「
納

言
以
上
」
の
公
家
知
行
国
で
は
、
知
行
国
主
と
国
守
・
目
代
と
の
間
に
「
国

務
を
行
ふ
べ
き
も
の
」
が
い
る
と
指
摘
し
、
石
井
進
は
「
知
行
国
の
複
化
」

に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
関
東
御
分
国
で
は
将
軍
と
名
国
司
と
の
問
に

「
国
務
に
あ
た
る
人
物
」
が
介
在
し
、
北
条
氏
一
門
の
有
力
者
が
そ
の
地
位

に
つ
く
と
指
摘
し
た
。
ま
た
五
味
文
彦
は
、
知
行
国
の
実
際
の
運
営
は
院
司

や
家
司
が
「
奉
行
」
と
な
っ
て
行
う
と
指
摘
し
、
「
奉
行
」
の
身
分
が
高
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

場
合
に
は
「
国
務
」
と
呼
ば
れ
て
「
知
行
国
の
劇
化
」
が
生
じ
る
と
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
「
知
行
国
の
複
化
」
は
、
先
行
研
究
の
中
で
再
三
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
知
行
國
に
は
国
主
以
外
に
実
際
に
国
務
を
担
当
す
る
人
物
が
い
る

と
す
る
点
で
、
こ
れ
は
国
主
レ
ベ
ル
に
お
け
る
国
務
運
営
を
解
明
す
る
手
が

か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
上
記
の
点
に
つ
い
て
先
行
研
究
の
見
解
は

一
致
す
る
も
の
の
、
そ
の
人
物
の
立
場
に
つ
い
て
は
「
国
主
」
「
国
務
を
行

ふ
べ
き
も
の
」
「
国
務
に
あ
た
る
入
物
」
「
奉
行
」
門
国
務
」
と
論
者
に
よ
っ

て
表
現
が
一
定
し
な
い
。
こ
れ
は
、
「
知
行
国
の
複
化
篇
と
い
う
概
念
が
竹

内
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
以
来
、
さ
し
て
検
討
も
さ
れ
ず
に
曖
昧
な
ま
ま
踏

襲
さ
れ
て
き
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
知
行
国
の
複

化
」
概
念
の
検
討
も
含
め
て
、
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
鎌
倉
時
代
の
知
行
国

主
レ
ベ
ル
に
お
け
る
国
務
運
営
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
①
　
平
安
後
期
の
知
行
国
制
研
究
の
到
達
点
と
し
て
、
上
島
享
「
国
司
制
度
の
変
遷

　
　
と
知
行
国
制
の
形
成
」
（
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
眺
古
代
・
中
世
、
一
九
九
七
年
、

　
　
思
文
闇
出
版
）
と
寺
内
浩
「
知
行
国
制
の
成
立
」
（
糊
受
領
制
の
研
究
睡
、
二
〇
〇

　
　
四
年
、
塙
轡
房
、
初
鳩
は
二
〇
〇
〇
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

　
②
和
田
正
央
「
鎌
倉
時
代
の
国
司
に
就
い
て
」
（
『
国
史
学
』
七
、
～
九
三
～
年
）
。

　
　
竹
内
理
三
「
寺
院
知
行
国
の
消
長
」
（
『
竹
内
理
三
著
作
集
腕
三
、
一
九
九
九
年
、

　
　
角
川
害
店
、
初
出
は
一
九
三
六
年
）
。
村
田
正
志
「
東
大
寺
の
再
建
と
周
防
国
扁

　
　
門
院
三
二
分
国
の
研
究
」
「
社
寺
造
営
三
国
の
研
究
漏
（
『
村
田
正
志
著
作
工
臨
五
、

　
　
一
九
八
五
年
、
思
文
閣
出
版
、
初
出
は
一
九
三
五
・
三
七
年
）
。
吉
村
茂
樹
「
領
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国
知
行
制
の
進
展
」
（
『
国
司
制
度
崩
壊
に
関
す
る
研
究
臨
、
～
九
五
七
年
、
東
京

　
大
学
出
版
会
）
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
竹
内
・
吉
村
の
見
解
は
こ
れ
ら

　
の
論
文
に
よ
る
。

③
石
井
進
「
幕
府
と
国
衙
の
個
甥
的
関
係
」
（
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
睡
、
一

　
九
七
〇
年
、
岩
波
書
店
）
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
石
井
の
見
解
は
こ
の

　
論
文
に
よ
る
。
関
東
御
分
国
に
つ
い
て
は
、
石
井
以
後
、
武
蔵
国
を
申
心
に
研
究

　
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
広
く
関
東
御
分
国
全
体
を
論
じ
た
と
い
う
点
で
、
石
井

　
を
越
え
る
も
の
は
な
い
。
な
お
関
東
御
分
国
に
関
す
る
最
新
の
研
究
と
し
て
、
七

　
海
雅
人
「
鎌
倉
幕
府
の
武
蔵
国
務
掌
握
過
程
」
（
『
年
報
一
二
田
中
世
史
研
究
』
　
一
〇
、

　
二
〇
〇
三
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

④
菊
池
紳
丁
宮
崎
康
充
「
国
司
～
覧
」
（
『
日
本
史
総
覧
睡
H
、
｝
九
八
四
年
、

　
新
人
物
往
来
社
）
。
本
稿
の
考
察
も
、
こ
の
「
国
司
一
覧
」
の
知
行
国
主
・
国
守

　
比
定
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
但
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
比
定
の
一
部
に
は
闘

　
題
が
あ
る
。

⑤
遠
藤
基
郎
門
鎌
倉
後
期
の
知
行
国
制
」
（
咽
国
史
談
話
会
雑
誌
隔
三
二
、
一
九
九

　
一
年
）
。
稲
葉
伸
道
「
鎌
倉
後
期
の
「
国
衙
興
行
」
・
「
国
衙
勘
落
」
一
王
朝

　
と
幕
府
の
国
衙
興
行
政
策
l
I
・
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
馳
史
学
三
七
、

　
一
九
九
一
年
）
。
白
川
哲
郎
「
鎌
倉
時
代
の
国
衙
と
王
朝
国
家
」
（
噸
ヒ
ス
ト
リ

　
ア
隔
一
四
九
、
一
九
九
五
年
）
。
田
中
健
二
「
大
覚
寺
統
分
国
讃
岐
国
に
つ
い
て
」

　
（
九
州
大
学
国
史
学
研
究
室
編
『
古
代
中
世
史
論
集
』
、
一
九
九
〇
年
、
吉
川
弘

　
文
館
）
。
高
橋
　
樹
「
知
行
国
支
配
と
中
世
荘
園
の
立
荘
」
「
中
世
荘
園
制
の
形

　
成
」
（
『
中
世
荘
園
制
と
鎌
倉
幕
府
撫
、
二
〇
〇
四
年
、
塙
書
房
）
。
本
郷
恵
子
一
朝

　
廷
財
政
の
中
世
的
展
開
」
「
公
事
用
途
の
調
達
」
「
公
家
政
権
の
経
済
的
変
質
」

　
（
門
中
世
公
家
政
権
の
研
究
』
、
　
九
九
八
年
、
東
京
大
学
ぬ
版
会
、
こ
の
う
ち

　
「
朝
廷
財
政
の
中
世
的
展
開
」
は
初
出
一
九
九
二
年
）
。
白
川
哲
郎
「
鎌
倉
時
代

　
の
国
雑
掌
」
（
『
待
兼
山
論
叢
㎞
二
七
、
一
九
九
三
年
）
。
佐
藤
健
一
「
鎌
倉
・
室

　
町
初
期
の
名
国
司
1
そ
の
出
現
と
変
遷
1
」
（
隅
前
田
本
『
玉
燭
宝
典
輪
紙
背

　
文
書
と
そ
の
研
究
』
、
二
〇
〇
二
年
、
続
群
轡
類
従
完
成
会
）
。

⑥
橋
本
義
彦
「
院
宮
分
国
と
知
行
国
」
（
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
、
～
九
七
六

　
年
、
吉
川
弘
文
館
、
初
出
は
一
九
六
九
年
）
・
「
院
宮
分
国
と
知
行
国
再
論
偏

　
（
『
平
安
貴
族
幅
、
　
九
八
六
年
、
平
凡
社
、
初
出
は
一
九
七
八
年
）
。
橋
本
の
研

　
究
は
平
安
後
期
の
知
行
国
制
を
対
象
と
す
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
つ
い
て
も
一
部
言

　
及
し
て
い
る
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
橋
本
の
見
解
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

⑦
五
味
文
彦
「
院
政
期
知
行
国
の
変
遷
と
分
布
扁
（
隅
院
政
期
社
会
の
研
究
㎞
、
一

　
九
八
四
年
、
山
川
出
版
社
、
初
出
は
｝
九
八
三
年
）
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限

　
り
、
五
味
の
見
解
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

第
㎜
章
　
国
司
下
馬
と
国
宣
の
袖
判

　
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
国
司
庁
宣
や
国
宣
の
袖
に
花
押
が
据
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
相
田
二
郎
・
吉
村
茂
樹
・
佐
藤
進
～
・
富
田
正
弘
な
ど
の
先
行

研
究
は
、
こ
れ
を
知
行
国
主
の
も
の
と
考
え
、
こ
こ
か
ら
知
行
国
主
を
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
す
る
国
務
運
営
を
論
じ
た
。
確
か
に
、
知
行
国
主
の
袖
判
を
持
つ
国
司
庁

宣
・
国
宣
は
多
く
残
存
し
て
お
り
、
本
稿
も
基
本
的
に
は
先
学
に
同
意
す
る
。

し
か
し
、
知
行
国
主
以
外
の
袖
判
を
持
つ
も
の
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の

で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
点
を
確
認
し
た
い
。

【
史
料
藁

　
　
第
［
節
　
国
司
同
一
の
袖
判

　
　
　
　
　
②

播
磨
国
司
三
毛

（
平
範
輔
）

（
花
押
）
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庁
宣
　
留
守
所

　
　
　
　
　
可
二
二
免
除
皿
如
意
寺
領
国
役
事

　
　
右
、
彼
寺
国
役
井
團
衙
使
入
部
可
二
停
止
｝
状
、
所
レ
宣
如
レ
件
、
以
宣
、

　
　
　
　
（
一
ニ
ニ
三
）

　
　
　
　
貞
応
二
年
十
二
月
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
盛
兼
）

　
　
左
近
衛
権
中
将
兼
大
介
藤
原
朝
臣

　
貞
応
二
年
＝
一
月
、
播
磨
国
如
意
寺
領
へ
の
国
役
賦
課
・
国
使
入
部
の
停

止
を
命
じ
た
国
司
庁
宣
で
あ
る
。
従
来
の
理
解
に
従
う
と
、
知
行
国
主
は
平

範
輔
、
国
守
は
藤
原
盛
兼
と
な
り
、
｝
見
何
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　
し
か
し
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
れ
が
播
磨
国
の
事
例
と
い
う
点
で
あ
る
。

平
安
後
期
、
播
磨
守
に
任
命
さ
れ
た
院
近
臣
は
院
へ
の
経
済
奉
仕
を
行
い
、

や
が
て
知
行
国
制
が
確
立
す
る
と
、
播
磨
は
後
白
河
や
後
鳥
羽
の
院
分
国
と

な
る
。
当
時
の
播
磨
は
、
院
の
重
要
な
経
済
基
盤
と
し
て
最
高
位
に
位
置
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
③

け
ら
れ
る
大
国
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
範
輔
の
官
位
は
正
五
位
下
右
少
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
④

兼
皇
后
宮
大
進
で
あ
る
。
確
か
に
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
の
藤
原
経
業

（
摂
津
国
・
従
四
位
下
権
右
中
弁
）
の
よ
う
に
、
公
卿
で
な
い
人
物
が
知
行

堅
と
な
る
事
例
も
存
在
葱
が
い
ず
れ
も
中
ふ
国
で
あ
穂
・
従
っ
て
・

範
輔
レ
ベ
ル
の
人
物
が
大
国
播
磨
の
知
行
国
主
に
な
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ

な
い
。
し
か
も
国
守
の
盛
兼
は
当
時
従
四
位
上
で
あ
り
、
正
五
店
下
の
範
輔

よ
り
も
官
位
が
高
い
。
知
行
国
主
の
方
が
国
守
よ
り
も
官
位
が
低
い
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
ず
、
や
は
り
範
輔
を
知
行
国
主
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
史
料
一
発
給
直
後
の
貞
応
三
年
正
月
一
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
、
如
意
寺
に
下
さ
れ
た
延
暦
寺
政
所
下
文
案
で
あ
る
。
こ
の
政
所
下
文
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
実
家
）

は
、
如
意
寺
領
へ
の
国
衙
に
よ
る
濫
妨
難
点
に
つ
い
て
、
「
達
鮮
麗
殿
下
政
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
範
輔
）

【
之
間
、
依
二
彼
御
気
色
ハ
為
【
右
少
弁
奉
行
ハ
可
レ
停
調
止
寺
領
濫
妨
之
由
、

被
レ
成
訓
下
庁
宣
｝
畢
」
と
あ
り
、
国
衙
の
干
渉
を
止
め
て
欲
し
い
と
い
う
延

暦
寺
の
訴
え
が
近
衛
家
譜
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
、
家
実
の
意
向
を
受
け
た
平

台
輔
が
「
奉
行
扁
と
な
っ
て
国
司
庁
宣
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
摂

政
太
政
大
臣
の
写
実
な
ら
ば
、
大
国
播
磨
の
知
行
国
主
に
も
相
応
し
い
。
つ

ま
り
、
史
料
一
は
国
主
無
実
の
意
向
を
受
け
た
家
司
範
輔
に
よ
り
発
給
さ
れ

　
　
　
　
⑦

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
知
行
国
主
以
外
の
人
物
の
袖
判
を
持
つ
庁
宣
が
存
在
す
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
国
宣
の
袖
判

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

【
史
料
二
】
　
備
前
国
宣

　
　
　
　
　
（
橘
知
嗣
）

　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
当
国
金
山
寺
住
僧
等
申
、
寺
免
田
公
文
職
事
、
先
度
置
二
得
分
於
申
ハ

　
　
在
庁
宗
真
可
皿
明
申
｝
事
由
、
被
一
一
仰
下
一
之
処
、
干
レ
今
不
レ
申
二
散
状
一

　
　
之
条
、
御
辺
請
文
分
明
之
上
者
、
無
二
置
酒
一
之
所
レ
致
欺
、
凡
於
二
当

　
　
免
田
　
者
、
任
二
代
々
寄
附
状
ハ
永
被
レ
付
二
寺
家
　
了
、
然
者
争
号
二
六
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表
一
　
袖
判
加
判
者
と
知
行
国
主
と
が
一
致
し
な
い
国
司
庁
宣
・
国
宣

恥

年
、
月
、
日

文
書
名
（
出
典
）

袖
判
加
判
者
　
（
典
拠
）

国
主
と
の
関
係
　
（
典
拠
）

知
行
国
主
（
典
拠
）

主
な
内
容

1

貞
応
二
年
（
～
二
二
三
）
＝
一
月

　
　
　
播
磨
国
司
庁
宣
（
如
意
寺
文
書
・
鎌
三
一
九
四
）

　
平
範
輔
（
花
～
九
〇
九
）

　
　
家
司
（
花
～
九
〇
九
）

刪
黶
@
三
〇
五
）

如
意
寺
領
へ
の
国
役
賦
課
と
国
衙
使
入
部
停
止
。

2

宝
治
三
年
（
一
二
四
九
）
三
月

　
　
　
讃
岐
国
司
庁
宣
（
善
通
島
守
文
書
・
二
七
〇
⊥
ハ
○
）

　
源
組
長
（
花
二
〇
六
〇
）

　
　
家
司
（
花
二
〇
六
〇
）

　
　
　
九
条
道
家
（
岡
、
建
長
三
、
八
、
一
〇
）

生
野
郷
裏
年
を
善
通
寺
料
所
に
設
定
。

3

建
長
八
年
（
一
一
一
五
四
）
三
月
四
日

　
　
　
播
磨
国
司
庁
宣
（
性
海
寺
文
書
・
鎌
七
七
一
八
）

土
御
門
顕
定
　
（
1
）

　
　
院
司
（
鎌
六
六
＝
一
）

後
嵯
峨
院
　
（
2
）

性
海
二
四
至
内
で
の
漁
労
・
樵
夫
往
反
停
止
。

4

建
長
八
年
（
一
二
五
四
）
三
月

　
　
　
讃
岐
国
司
庁
宣
（
八
坂
神
社
文
書
・
鎌
七
九
七
八
）

　
洞
院
実
雄
（
花
二
二
九
二
）

　
　
院
司
（
花
二
二
九
二
）

　
　
　
後
嵯
峨
院
（
師
、
建
長
七
、
一
〇
、
二
七
）

羽
床
州
内
荒
野
を
感
神
院
領
に
設
定
。

5

建
長
八
年
中
一
二
五
四
）
三
月
二
〇
日

　
　
　
　
　
讃
岐
国
宣
（
西
村
信
治
氏
所
蔵
文
沓
・
鎌
七
九
七
九
）

　
洞
院
実
雄
力
（
花
二
四
四
六
）
（
3
）

　
　
院
司
（
花
一
三
九
二
）

　
　
　
後
嵯
峨
院
（
師
、
建
長
七
、
一
〇
、
二
七
）

羽
床
州
内
萱
原
神
田
を
感
神
院
領
に
設
定

6

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
二
月

　
　
　
播
磨
国
司
庁
宣
（
性
海
寺
文
書
・
鎌
八
一
九
四
）

　
中
院
通
成
（
花
二
四
二
四
）

　
　
院
司
（
花
二
四
二
四
）

後
嵯
峨
院
　
（
2
）

性
海
寺
四
二
内
で
の
漁
労
・
樵
夫
往
反
停
止
。

7

正
元
元
年
（
【
二
五
九
）
五
月

　
　
　
播
磨
国
司
庁
宣
（
性
海
寺
文
書
・
鎌
八
三
八
一
）

　
中
院
通
成
（
花
二
四
二
四
）

　
　
院
司
（
花
二
四
二
四
）

後
嵯
峨
院
　
（
2
）

住
吉
下
保
の
名
田
を
性
海
寺
学
頭
供
料
に
設
定
。

8

文
永
二
年
（
一
一
一
六
五
）
八
月

　
　
　
　
土
佐
国
司
庁
宣
（
香
宗
我
部
家
伝
証
文
・
鎌
九
王
学
〇
）

　
源
則
長
（
花
一
三
三
〇
）

　
　
家
司
（
花
一
三
三
〇
）

　
　
　
一
条
実
経
（
薪
、
文
永
二
、
～
一
、
一
九
）

金
光
明
院
敷
地
・
新
勧
免
料
田
を
奉
免
。

9

弘
安
七
年
（
＝
一
八
四
）
七
月
二
四
日

　
　
　
　
備
前
国
宣
（
金
山
寺
文
書
・
鎌
～
五
二
五
六
）

　
関
知
胴
（
花
二
四
七
九
）

院
司
（
4
）

　
　
大
宮
院
（
鎌
一
五
六
七
六
）

金
山
寺
免
田
の
未
済
所
当
の
弁
済
を
命
令
。

10

弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
七
月
二
四
日

　
　
　
　
備
前
国
宣
（
金
山
寺
文
書
・
鎌
一
五
二
五
八
）

　
橘
知
嗣
（
花
二
四
七
九
）

院
司
（
4
）

　
　
大
宮
院
（
鎌
一
五
六
七
六
）

金
山
寺
免
闘
公
文
職
の
停
止
を
命
令
。

11

弘
安
七
年
（
＝
　
八
四
）
一
〇
月
＝
二
日

　
　
　
　
備
前
国
宣
（
金
山
寺
文
誉
・
鎌
一
五
三
二
四
）

　
関
知
嗣
（
花
二
四
七
九
）

院
司
（
4
）

　
　
大
宮
院
（
鎌
一
五
六
七
六
）

金
山
寺
免
田
公
文
職
相
論
に
つ
き
注
進
を
命
令
。

12

弘
安
一
一
年
（
一
二
八
四
）
二
月
～
八
日

　
　
　
　
備
前
国
宣
（
金
山
寺
文
書
・
鎌
～
六
五
～
六
）

　
関
知
嗣
（
花
二
四
七
九
）

院
司
（
4
）

大
宮
院
（
5
）

金
山
導
免
田
公
文
職
相
論
に
つ
き
裁
許
。
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13

正
応
四
年
（
＝
九
一
）
九
月
一
〇
日

　
　
長
門
国
司
庁
宣
（
赤
間
神
宮
文
書
・
赤
一
三
）

　
清
原
宗
尚
（
花
二
八
六
八
）

家
司
力
（
6
）

　
　
　
花
山
院
家
教
（
空
ハ
、
　
正
応
閃
［
、
　
⊥
ハ
、
　
｝
韻
四
）

引
用
名
縮
瞳
を
阿
弥
陀
寺
免
田
に
設
定
。

14

正
応
四
年
（
一
一
九
一
）
九
月
一
〇
日

　
　
　
長
門
国
宣
（
赤
間
神
宮
文
書
・
八
一
四
）

　
清
原
宗
尚
（
花
二
八
六
八
）

家
司
力
（
6
）

　
　
　
花
山
院
家
教
（
空
押
、
　
正
応
閃
［
、
　
山
ハ
、
　
二
四
）

成
隅
名
公
田
を
阿
弥
陀
寺
免
田
に
設
定
。

15

永
仁
三
年
（
｝
二
九
五
）
三
月

　
　
長
門
国
司
庁
宣
（
鎮
守
八
幡
宮
文
書
・
鎮
二
）

　
清
原
宗
尚
（
花
二
八
六
八
）

家
司
力
（
6
）

花
山
院
家
教
　
（
7
）

阿
弥
陀
寺
鎮
守
八
幡
宮
燈
油
田
を
寄
進
。

16

嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
五
月
二
四
日

　
　
　
備
鶴
国
宣
（
熊
野
神
祉
文
書
・
熊
二
七
）

中
御
門
為
方
　
（
4
）

院
司
（
8
）

　
　
　
遊
義
門
院
（
実
、
乾
元
元
、
七
、
一
＝
）

某
名
田
へ
の
狼
籍
停
止
。

鎌
薩
『
鎌
倉
遣
文
睡
　
花
翻
『
花
押
か
が
み
臨
　
岡
1
1
『
岡
麗
関
自
記
』
　
師
1
1
糊
師
弘
記
瞼
（
『
仙
洞
御
移
徒
部
類
記
』
下
二
六
二
頁
）
　
新
口
『
新
抄
睡
（
噛
続
史
籍
集
覧
』
所

収
）
　
赤
1
1
『
赤
間
神
宮
文
書
㎞
　
実
降
『
出
目
叢
記
歴
　
鎮
口
「
鎮
守
八
幡
宮
文
書
」
（
州
赤
間
神
宮
文
書
』
所
収
）
　
熊
1
1
「
熊
野
神
社
文
書
」
（
欄
福
井
県
毒
口
資
料
編
九
所
収
）

（
1
）
『
花
押
か
が
み
㎞
に
は
顕
定
の
花
押
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
日
の
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
（
性
海
寺
文
書
、
鎌
七
七
～
七
）
に
お
け
る
顕
定
へ
の
下
知
命
令
を
受
け
て
庁

宣
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
庁
宣
の
田
上
署
判
が
恩
讐
（
顕
定
息
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
し
た
（
明
兵
庫
県
史
㎞
中
世
史
料
二
も
顕
定
と
判
断
す
る
）
。
（
2
）
寛
元
四
年

（
　
二
四
六
）
か
ら
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
ま
で
播
磨
は
後
嵯
峨
院
分
国
で
あ
っ
た
。
『
兵
庫
県
史
匝
二
第
二
章
（
高
尾
～
彦
執
筆
）
お
よ
び
噸
国
史
大
辞
典
塩
山
後
嵯
峨
天
皇
」

（
上
横
手
雅
敬
執
筆
）
を
参
照
。
（
3
）
噸
花
押
か
が
み
翫
は
藤
原
経
業
と
す
る
が
同
晋
掲
載
の
主
業
の
花
押
と
は
大
き
く
異
な
り
、
む
し
ろ
洞
院
実
雄
の
花
押
に
近
い
。
（
4
）
五

味
文
彦
「
侍
の
家
」
（
第
一
章
注
⑫
）
に
よ
る
。
（
5
）
弘
安
七
年
と
同
じ
く
橘
知
嗣
が
袖
判
を
加
え
て
い
る
の
で
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
（
6
）
花
山
院
家
教
の
家
司
は
環
在
の

所
不
明
だ
が
、
同
じ
清
華
家
の
徳
大
寺
家
な
ど
に
は
清
原
氏
が
仕
え
て
い
る
の
で
、
花
山
並
家
に
清
原
宗
尚
が
仕
え
て
い
て
も
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。
（
7
）
正
応
四
年
と
同
じ

く
清
原
宗
尚
が
袖
判
を
加
え
て
い
る
の
で
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
（
8
）
『
公
卿
補
任
』
弘
安
九
年
（
【
二
八
六
）
中
御
門
為
方
項
お
よ
び
『
女
院
小
伝
撫
（
『
群
書
類
従
隔
所
収
）

遊
義
門
院
の
項
に
よ
れ
ば
、
為
方
は
遊
義
門
院
の
皇
后
宮
亮
で
あ
っ
た
。
皇
后
宮
職
員
が
院
号
宣
下
後
も
引
き
続
き
愚
案
と
し
て
仕
え
た
こ
と
は
、
第
二
章
注
⑩
を
参
照
。

　
文
納
可
レ
相
読
爽
之
一
哉
、
導
者
、
先
々
被
二
寄
置
一
之
条
、
所
レ
進
之
状

　
子
柄
西
中
、
向
後
早
停
潮
止
其
職
一
寺
家
一
円
可
レ
致
二
沙
汰
一
之
条
、

　
依
二
国
宣
ハ
執
達
如
件
、

　
　
（
㎜
二
八
四
）

　
　
弘
安
七
年
七
月
骨
四
日
　
大
学
助
能
重

　
謹
上
　
備
前
国
御
昌
代
殿

備
前
国
金
山
寺
住
僧
と
在
庁
官
人
宗
真
と
の
相
論
に
つ
い
て
下
さ
れ
た
国

宣
で
あ
る
。
国
宣
は
知
行
国
主
の
口
頭
命
令
を
家
司
が
奉
じ
て
発
給
さ
れ
る

文
書
な
の
で
、
従
来
の
理
解
に
従
え
ば
橘
紙
幣
を
知
行
国
主
に
比
定
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
橘
知
嗣
は
極
官
で
も
正
四
位
下
左
京
大
夫
で
あ
る
。

先
に
見
た
播
磨
と
同
じ
く
備
前
国
も
ま
た
最
高
位
の
下
国
の
一
つ
で
あ
り
、

院
分
国
や
上
級
公
家
知
行
国
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
知
嗣
レ
ベ
ル
の
人
間
が

国
主
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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⑩

　
そ
こ
で
知
行
国
主
を
検
討
す
る
と
、
大
宮
院
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
宮
院
は
後
嵯
峨
中
宮
で
、
父
は
西
園
寺
黒
氏
、
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

六
月
～
八
日
に
院
号
宣
下
さ
れ
た
。
一
方
、
橘
知
嗣
は
西
園
寺
家
の
家
司
で
、

同
家
領
の
筑
前
宗
像
社
の
預
所
な
ど
に
任
命
さ
れ
て
活
躍
し
、
同
家
出
身
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

大
宮
院
に
も
仕
え
て
い
た
。
両
者
は
、
鎌
倉
時
代
に
権
勢
を
誇
っ
た
西
園
寺

家
を
接
点
に
つ
な
が
る
。
史
料
二
は
、
国
主
大
宮
院
の
も
と
で
院
司
知
嗣
に

よ
り
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
国
宣
の
袖
判
に
は
国
主
以
外
の
人
物
に
よ
っ
て
据
え
ら
れ
た
も
の

も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
本
章
で
は
、
鎌
倉
期
の
国
司
庁
宣
・
国
宣
に
据
え
ら
れ
た
袖
判
を
検

討
し
、
袖
判
を
無
条
件
に
知
行
国
主
の
も
の
と
す
る
従
来
の
理
解
に
対
し
、

国
主
以
外
の
人
物
が
袖
判
を
据
え
た
事
例
を
示
し
た
。
こ
の
結
果
、
国
司
庁

宣
・
国
宣
の
袖
判
は
必
ず
し
も
知
行
国
主
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
『
鎌
倉
遺
文
』
を
中
心
に
、
他
の
刊
本
・
影
写
本
・
写
真

帳
な
ど
も
検
索
し
た
結
果
、
本
章
で
検
討
し
た
二
例
以
外
に
も
、
袖
判
加
判

者
と
知
行
国
主
と
が
一
致
し
な
い
国
司
一
二
や
国
宣
を
収
集
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
表
一
で
あ
る
。
表
一
か
ら
、
袖
判
加
判
者
は

知
行
国
主
の
院
司
や
家
司
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
一
般
論
と
し
て
、
文
書
の
袖
に
花
押
を
据
え
る
人
物
は
そ
の
文
書
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
承
認
し
発
給
を
許
可
す
る
権
限
を
持
つ
。
現
存
す
る
国
司
庁
宣
や
国
宣
の

多
く
が
知
行
国
主
の
袖
判
を
持
つ
の
は
、
国
内
支
配
権
の
保
持
者
で
あ
る
知

行
国
主
が
内
容
を
承
認
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
逆
に
、
庁
宣
・
国
宣

に
袖
判
を
据
え
る
人
物
が
国
内
支
配
権
を
持
つ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
表
｝
の
袖
判
加
判
者
達
は
、
主
人
か
ら
国
内
支
配
を
委
任
さ
れ
て
い

た
た
め
、
袖
判
を
据
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う

な
知
行
国
主
の
家
司
（
留
学
）
で
あ
り
、
主
人
の
意
向
を
受
け
て
「
国
務
」

（
国
内
支
配
）
を
「
奉
行
」
す
る
人
物
を
「
国
務
奉
行
」
、
国
務
奉
行
が
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

務
を
運
営
す
る
仕
組
み
を
「
国
務
奉
行
制
」
と
ひ
と
ま
ず
定
義
し
て
お
く
。

一
部
の
知
行
国
で
は
、
知
行
国
主
で
は
な
く
特
定
の
家
司
が
国
務
奉
行
と
な

っ
て
支
配
を
行
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
章
で
は
、
こ
の
国
務
奉
行
制
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め
、
古
記
録
な
ど

か
ら
鎌
倉
時
代
の
国
務
運
営
を
検
討
す
る
。

①
相
田
二
郎
『
日
本
の
古
文
書
睡
上
（
一
九
四
九
年
、
岩
波
沓
店
）
。
佐
藤
進
一

　
『
薪
版
古
文
書
学
入
門
蜘
（
皿
九
九
七
年
、
法
政
大
学
出
版
局
）
。
富
田
正
弘
「
国

　
務
文
書
　
付
太
宰
府
文
害
」
（
『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
3
古
代
編
且
、
～
九
七
九

　
年
、
雄
山
閣
出
版
）
。
例
え
ば
富
田
は
庁
宣
の
署
判
形
態
の
変
遷
か
ら
、
国
主
に

　
よ
る
国
務
掌
握
を
以
下
の
よ
う
に
分
け
た
。
①
国
主
が
完
全
に
国
守
に
国
務
を
任

　
せ
る
段
階
（
袖
判
な
し
、
国
守
の
署
判
の
み
）
、
②
国
主
が
国
守
に
指
示
を
与
え

　
て
国
務
を
執
行
さ
せ
る
段
階
（
袖
判
・
国
守
の
箸
判
あ
り
）
、
③
国
主
が
完
全
に

　
国
務
を
掌
握
し
国
守
が
名
目
上
の
存
在
と
な
る
段
階
（
袖
判
あ
り
、
国
守
の
署
判

　
な
し
）
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
三
田
・
吉
村
の
研
究
に
も
見
ら
れ
る
。

②
「
如
意
寺
文
害
」
（
『
鎌
倉
遺
文
』
（
東
京
堂
出
版
）
霊
二
九
四
）
。
人
名
比
定
は
、
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『
花
押
か
が
み
』
（
告
川
弘
文
館
）
ニ
ノ
一
九
〇
九
（
平
範
輔
）
お
よ
び
『
公
卿

　
補
任
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
）
嘉
禄
元
年
藤
…
原
盛
兼
項
に
よ
る
。

③
平
安
後
期
に
お
け
る
播
磨
国
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
元
木
泰
雄
「
院
政
期

　
に
お
け
る
大
国
受
領
－
播
磨
守
と
伊
予
守
扁
（
『
院
政
期
政
治
史
研
究
幅
、
一
九
九

　
六
年
、
思
文
閣
出
版
）
を
参
照
の
こ
と
。

④
『
公
卿
補
任
㎞
慕
禄
二
年
（
一
；
～
六
）
。

⑤
魍
公
卿
補
任
㎞
建
治
元
年
（
ご
一
七
五
）
。

⑥
「
如
意
寺
文
勲
鳳
（
噸
鎌
倉
遺
文
識
量
δ
五
）
。

⑦
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
五
月
日
付
近
衛
家
実
家
政
所
下
文
案
（
「
香
取
大
宮

　
司
家
文
香
扁
、
噸
鎌
倉
遺
文
輪
三
四
九
四
）
に
よ
れ
ば
、
範
輔
は
別
当
で
あ
っ
た
。

⑧
「
金
山
寺
文
香
」
（
剛
鎌
倉
遣
文
』
一
五
二
五
八
）
。
袖
判
比
定
は
、
噸
花
押
か
が

　
み
千
三
ノ
ニ
四
七
九
。

⑨
『
尊
卑
分
脈
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
四
ノ
五
三
頁
。

⑩
『
公
卿
補
任
』
弘
安
四
年
（
｝
二
八
一
）
藤
原
基
顕
項
お
よ
び
弘
安
八
年
八
月

　
日
付
東
大
専
注
進
状
案
（
「
東
大
寺
薄
藍
」
四
ノ
四
四
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
五
六
七

　
六
）
。

⑪
『
尊
卑
分
脈
駈
～
ノ
一
五
四
頁
。

⑫
五
味
文
彦
門
東
の
武
士
と
西
の
文
士
た
ち
」
「
侍
の
家
」
（
『
武
士
と
文
士
の
中

　
世
史
瞼
、
一
九
九
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
。

⑬
例
え
ば
、
荻
野
三
七
彦
「
袖
判
」
（
『
国
史
大
辞
典
鰍
、
一
九
八
七
年
、
吉
川
弘

　
文
館
）
、
富
田
正
弘
「
袖
判
」
（
『
日
本
史
大
事
典
』
、
一
九
九
三
年
、
平
凡
社
）
な

　
ど
を
参
照
。

⑭
史
料
上
に
見
え
る
「
国
務
扁
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。
先
行
研

　
究
は
、
史
料
上
に
「
人
名
＋
国
務
」
「
国
務
＋
人
名
」
と
あ
る
場
合
、
「
国
務
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
い
う
用
語
を
「
実
際
に
国
内
支
配
を
行
う
人
物
の
ポ
ス
ト
」
と
解
釈
す
る
。
し
か

　
し
本
来
「
国
務
」
は
「
国
内
支
配
（
を
す
る
）
」
と
い
う
意
味
で
、
役
職
と
し
て

　
使
用
す
る
例
は
あ
ま
り
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
「
国
内
支
配
を
す
る
の
は
～
で

あ
る
」
瞥
～
が
国
内
支
配
を
す
る
」
と
解
釈
す
る
。

　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
鎌
倉
時
代
の
国
務
運
営

　
　
　
　
　
　
　
第
一
節
　
国
務
奉
行
に
よ
る
国
務
運
営

門
史
料
三
】
　
騨
明
月
記
臨
（
国
書
刊
行
会
）
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
九
月
四

日
知響

慧
磨
因
幡
副
章
・
国
壁
親
親
俊
蔓

　
　
今
日
聞
、
晦
日
又
有
一
一
除
目
一
云
々
、
因
幡
守
藤
盛
季
、
申
宮
御
分
、

　
　
籍
中
将
国
務
窺
撫
護
　
硅
藻
聞

　
嘉
禄
二
年
七
月
二
九
日
、
近
衛
家
出
身
の
藤
原
長
子
（
の
ち
の
鷹
司
院
）

は
後
堀
河
天
皇
中
宮
と
な
り
、
因
幡
国
が
中
宮
分
国
に
定
め
ら
れ
た
。
本
文

に
よ
れ
ば
、
当
初
は
「
宰
相
中
将
」
藤
原
一
頃
が
国
務
を
担
当
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
後
に
「
頭
金
」
平
範
輔
が
国
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
史
料
三
を
根
拠
に
、
前
掲
「
国
司
｝
覧
」
は
因
幡
を
中
宮
長
子
、
播

磨
・
安
芸
を
平
範
輔
の
知
行
国
、
藤
原
親
俊
を
越
中
国
守
と
す
る
。
因
幡
と

安
芸
は
門
国
司
一
覧
」
の
比
定
で
問
題
な
い
が
、
播
磨
・
越
中
に
は
疑
問
が

残
る
。

　
素
直
に
頭
注
を
読
め
ば
、
「
平
臣
子
が
国
務
を
担
当
す
る
の
は
、
（
自
分
の

知
行
国
で
は
な
い
）
播
磨
・
因
幡
と
、
自
分
の
知
行
国
で
あ
る
安
芸
の
三
力
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国
で
あ
る
。
企
業
の
国
務
は
辞
退
し
た
の
で
、
藤
原
親
俊
が
担
当
す
る
」
と

解
釈
で
き
る
。
播
磨
国
に
つ
い
て
は
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
運
星
充

日
か
ら
寛
喜
三
年
（
一
二
三
　
）
八
月
二
九
日
ま
で
、
近
衛
家
実
の
知
行
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
っ
た
こ
と
を
他
の
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
ま
た
越
中
に
つ
い
て
は
、

揺
藻
が
国
務
を
辞
退
し
た
と
あ
り
、
そ
れ
を
藤
原
親
俊
が
行
う
の
だ
か
ら
、

親
俊
は
紫
黒
と
同
じ
く
国
務
を
総
括
す
る
立
場
に
あ
り
、
国
守
と
は
考
え
ら

　
　
③

れ
な
い
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
播
磨
で
あ
る
。
前
章
の
史
料
一
は
主
人
近
衛
家

実
の
意
向
を
受
け
た
門
奉
行
」
平
範
輔
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
、
史
料
三
か
ら

は
範
輔
が
繋
駕
の
知
行
国
播
磨
の
国
務
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
範
輔
は
前
章
で
措
定
し
た
国
務
奉
行
の
実
例
で
あ
り
、
史
料
一
は
国

務
奉
行
制
が
文
書
上
に
表
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
定
の
家

司
に
よ
る
国
務
請
負
は
、
例
え
ば
九
条
家
家
司
の
一
二
条
長
兼
が
九
条
兼
実
・

飛
型
知
行
国
の
国
務
を
担
当
し
て
い
る
よ
う
に
、
同
じ
摂
関
家
の
九
条
家
で

　
　
　
　
　
④

も
確
認
さ
れ
る
。
摂
関
家
知
行
国
で
は
、
特
定
の
家
司
が
国
務
を
行
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
次
に
院
分
国
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
と
り
あ
げ
る
の
は
後
堀
河
院
分
国

　
　
　
　
　
　
　
⑤

播
磨
の
事
例
で
あ
る
。
欄
明
月
記
』
天
福
光
年
（
一
二
三
三
）
七
月
一
八
日

条
に
は
、
「
執
事
院
画
播
州
之
国
務
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
執
事
獄
司
の
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

園
寺
実
氏
が
院
分
国
播
磨
の
国
務
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
播

磨
が
院
分
国
に
決
定
さ
れ
る
以
前
、
貞
永
元
年
（
一
二
＝
三
）
閏
九
月
二
九

日
に
美
濃
が
院
分
国
候
補
と
な
っ
た
際
に
は
、
「
別
納
可
レ
被
二
停
止
㎡
親
潮
、

内
府
已
令
二
申
行
一
云
々
」
と
あ
り
、
実
氏
は
国
内
の
別
納
の
停
止
を
進
著
し

　
　
⑦

て
い
る
。
こ
の
の
ち
播
磨
が
院
分
国
に
正
式
決
定
し
、
国
主
の
近
臣
な
ど
に

国
領
を
給
付
す
る
国
除
目
が
行
わ
れ
、
『
明
月
下
甑
に
よ
る
と
藤
原
定
家
に

も
国
領
の
一
村
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
黒
氏
は
院
の
意
向
を
受
け
て
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

家
に
村
を
給
付
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
実
氏
は
国
主
後
堀
河
院
の
も
と
で
、

所
領
の
整
理
や
給
与
な
ど
の
実
質
的
な
国
内
支
配
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
院
分
国
の
国
務
が
特
定
の
猛
撃
に
よ
っ
て
請
け
負
わ
れ
た
事
例
に
は
、

他
に
後
嵯
峨
院
分
国
に
お
け
る
院
執
事
土
御
門
定
通
や
院
執
権
葉
室
定
嗣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

後
深
草
院
分
国
に
お
け
る
院
評
定
衆
申
院
通
頼
な
ど
も
あ
る
。
院
分
国
の
国

務
運
営
は
、
院
執
事
な
ど
の
側
近
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
女
院
分
国
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
二
月

一
六
日
、
備
前
国
は
遊
興
門
院
の
御
分
国
と
な
り
、
国
務
は
院
司
の
中
納
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

滋
野
井
冬
季
が
「
拝
領
扁
し
た
。
院
分
国
に
比
べ
る
と
女
院
分
国
に
関
す
る

史
料
は
あ
ま
り
な
く
、
運
営
の
実
態
に
は
不
明
な
点
が
多
い
。
し
か
し
、
女

院
分
国
で
も
特
定
の
点
語
が
国
内
支
配
を
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
事

例
か
ら
分
か
ろ
う
。

　
さ
ら
に
中
宮
や
斎
宮
の
分
国
に
つ
い
て
。
斎
富
分
国
は
関
連
史
料
が
ほ
と

ん
ど
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
中
宮
分
国
を
検
討
す
る
。
史
料
三
に
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よ
れ
ば
、
中
宮
長
子
の
分
国
因
幡
の
国
務
は
中
宮
亮
の
平
範
輔
に
よ
っ
て
行

　
　
⑪

わ
れ
た
。
ま
た
九
条
家
出
身
の
中
宮
樽
子
（
の
ち
の
藻
壁
門
院
）
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
、
申
宮
亮
の
藤
原
親
房
が
国
務
を
担
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
中
宮
分

国
の
国
務
も
ま
た
、
申
宮
職
の
特
定
の
職
員
（
こ
の
場
合
は
中
宮
亮
）
に
担

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
古
記
録
を
用
い
て
鎌
倉
時
代
の
国
務
運
営
を
検
討
し
て

き
た
。
そ
の
結
果
、
国
政
上
の
最
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
院
宮
や
摂
関
家

で
は
、
国
主
の
家
司
（
漢
窯
）
の
う
ち
特
定
の
人
物
が
国
務
を
請
け
負
っ
て

運
営
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
知
行
国
で
は

前
章
で
措
定
し
た
国
務
奉
行
制
が
取
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
上

記
以
外
の
公
家
知
行
国
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
文
永
元
年
（
＝
一
六

四
）
四
月
五
日
置
の
長
門
国
司
庁
宣
は
、
知
行
国
主
四
条
隆
行
の
袖
判
を
持

⑬つ
。
四
条
家
は
、
近
衛
中
・
少
将
を
経
て
参
議
、
大
・
中
納
醤
に
至
る
羽
林

家
で
あ
る
。
ま
た
、
弁
宮
・
蔵
人
を
経
て
大
納
言
に
至
る
名
家
の
知
行
国
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
自
ら
袖
判
を
据
え
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
少
な
く
と
も
羽
林
家
以
下
で
は

国
務
奉
行
制
は
取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
～
方
、
表
一
に
よ

る
と
、
花
山
院
家
教
の
知
行
国
長
門
で
は
清
原
宗
尚
が
袖
判
を
据
え
て
い
る
。

花
山
院
家
は
、
近
衛
大
将
か
ら
太
政
大
臣
へ
と
至
る
、
摂
関
家
に
次
ぐ
家
格

の
清
華
家
の
一
つ
で
あ
る
。
同
じ
清
華
家
で
も
、
例
え
ば
文
治
二
年
（
＝

八
六
）
二
月
の
因
幡
国
司
庁
宣
に
源
通
親
が
袖
判
を
据
え
て
い
る
よ
う
に
、

国
務
奉
行
制
を
取
ら
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
全
て
が
そ
う
と
は
断
言
で
き

な
い
が
、
清
華
家
（
お
よ
び
そ
の
庶
流
の
大
臣
家
）
で
も
国
務
奉
行
制
が
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
以
上
、
史
料
の
制
約
も
あ
っ
て
全
面
的
に
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
ひ

と
ま
ず
国
務
奉
行
制
は
院
宮
分
国
お
よ
び
摂
関
家
な
ど
の
上
級
公
家
知
行
国

に
お
い
て
採
用
さ
れ
、
羽
林
家
な
ど
中
流
以
下
の
公
家
知
行
国
で
は
採
用
さ

れ
な
か
っ
た
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
国
政
上
に
高
い
地
位
を
占
め
る
院
宮
や

上
級
公
家
は
豊
富
な
家
産
と
そ
れ
に
対
応
し
て
整
備
さ
れ
た
家
政
機
構
を
持

っ
て
お
り
、
知
行
国
を
支
配
す
る
上
で
は
国
務
奉
行
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。

一
方
、
～
般
公
家
知
行
国
で
も
国
主
の
家
司
達
は
国
務
に
関
与
し
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
国
主
の
袖
判
を
持
つ
三
篶
・
国
宣
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
国
内
支
配
権
自
体
は
国
主
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
た
め
国
務
奉
行
制
は
行
わ
れ
ず
、
国
主
の
直
接
指
揮
の
も
と
で
国
務
が

運
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
節
で
は
国
務
奉
行
制
の
存
在
を
確
認
し
た
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
先

行
研
究
の
指
摘
す
る
「
知
行
国
の
複
化
」
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。

第
二
節
　
　
「
知
行
国
の
複
化
」
再
考

　
「
知
行
国
の
複
号
扁
を
最
初
に
指
摘
し
た
竹
内
理
三
や
そ
れ
を
継
承
し
た

橋
本
義
彦
は
、
実
際
に
国
務
を
担
当
す
る
人
物
を
も
う
　
入
の
知
行
国
主
と
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捉
え
た
。
確
か
に
史
夢
中
に
「
近
江
国
務
藤
宰
相
」
な
ど
と
あ
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
の
人
物
が
国
内
支
配
を
行
う
と
解
釈
で
き
る
。
一
般
の
知
行
国
で
は
知
行

国
主
が
国
務
を
直
接
と
る
の
で
、
「
人
名
＋
国
務
」
と
あ
る
場
合
、
そ
の
人

物
が
知
行
国
主
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
国
務
奉
行
制
を
と
る
時
世
分
国
や

上
級
公
家
知
行
国
の
場
合
、
「
人
名
＋
国
務
」
で
表
さ
れ
る
の
は
国
務
奉
行

の
方
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
人
名
＋
国
務
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
が
知
行
国
主
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。
先
行
研
究
は
こ
の
点
を
あ
ま
り
意

識
せ
ず
「
国
務
」
と
あ
っ
た
ら
知
行
国
主
と
判
断
し
て
き
た
。

　
例
え
ば
、
竹
内
は
本
稿
の
史
料
三
を
根
拠
に
「
知
行
国
の
詩
話
」
を
論
じ

た
。
す
な
わ
ち
「
詩
学
国
務
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、
中
宮
分
国
と
平
範
輔
の

知
行
国
と
の
複
合
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
節
の
検
討
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、
範
輔
は
知
行
国
主
で
は
な
く
国
務
奉
行
で
あ
っ
た
。
竹
内

は
、
国
務
奉
行
の
範
輔
を
も
う
一
人
の
知
行
国
主
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
橋
本
は
『
葉
黄
記
瓢
宝
治
二
年
（
＝
西
八
）
一
一
月
二
日
条
を
用
い

て
「
知
行
国
の
鈍
化
」
を
論
じ
た
。
こ
の
日
、
藤
原
頼
親
は
後
嵯
峨
院
分
国

で
あ
る
丹
波
の
国
守
に
補
任
さ
れ
、
葉
室
定
嗣
は
「
予
習
任
了
、
御
分
国
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

也
、
予
知
行
」
と
記
し
て
い
る
。
橋
本
は
、
こ
の
「
予
知
行
」
と
い
う
部
分

を
根
拠
に
丹
波
を
定
嗣
の
知
行
国
と
判
断
し
、
後
嵯
峨
院
分
国
と
複
合
し
て

い
る
と
述
べ
て
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
知
行
国
の
複
化
」
の
証
拠
と
し
た
。

し
か
し
、
『
吾
妻
鏡
価
文
治
元
年
（
＝
八
五
）
八
月
二
九
日
条
に
は
、
関

東
御
分
国
の
国
守
が
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
の
ち
、
「
各
可
レ
令

レ
知
二
号
国
務
一
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
知
行
国
務
」
と
は
、
「
各
国
守
に

国
内
支
配
を
行
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
知
行
国

務
田
に
は
「
国
内
支
配
を
執
り
行
う
」
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意
味
し
か
な
く
、

「
知
行
国
務
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
知
行
国
主
で
あ
る
こ
と

を
示
す
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
、
「
知
行
」
と
い
う
西
里
の
み
を
も
っ
て

知
行
国
主
と
す
る
橋
本
の
解
釈
は
成
立
し
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
記
事
は
、

定
嗣
が
院
分
国
丹
波
の
国
務
奉
行
と
し
て
国
守
を
申
任
し
た
と
解
釈
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

べ
き
で
あ
る
。
橋
本
も
ま
た
国
務
奉
行
を
知
行
国
主
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
吉
村
茂
樹
・
五
味
文
彦
の
理
解
を
検
討
す
る
。
吉
村
は
、
院
宮
分

国
・
「
納
言
以
上
」
の
公
家
知
行
国
に
は
国
主
と
国
守
・
目
代
と
の
間
に
国

務
を
行
う
者
が
い
る
と
す
る
。
ま
た
五
味
は
、
知
行
国
の
実
際
の
運
営
は
院

司
・
家
司
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
身
分
が
低
い
場
合
に
は
「
奉
行
」
、
高
い
場

合
に
は
「
国
務
」
と
呼
ば
れ
、
「
国
務
」
と
呼
ば
れ
た
場
合
に
「
知
行
国
の

複
化
」
が
生
じ
る
と
す
る
。
吉
村
・
五
味
の
理
解
は
、
い
ず
れ
も
本
稿
で
指

摘
し
た
国
務
奉
行
制
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
全
面
的
な
考
察
に
は
い

た
っ
て
お
ら
ず
不
十
分
で
あ
る
。
ま
ず
吉
村
は
、
国
務
を
行
う
者
が
い
か
な

る
立
場
に
あ
る
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
「
納
言

以
上
」
の
知
行
国
で
は
国
主
以
外
が
国
務
を
行
う
と
す
る
が
、
前
節
で
検
討

し
た
四
条
隆
行
は
正
二
位
奪
権
中
納
言
だ
っ
た
よ
う
に
、
「
納
言
以
上
」
で
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あ
っ
て
も
国
主
が
直
接
国
務
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。
吉
村
の
よ
う
に
単
に
官

位
か
ら
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
本
稿
の
よ
う
に
家
格
か
ら
論
じ
る
方
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
～
方
、
五
味
は
「
奉
行
し
の
例
と
し
て
、
平
信
範
（
正
五
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

下
）
、
藤
原
俊
盛
（
正
四
位
下
）
、
藤
原
親
忠
（
従
五
位
上
）
を
挙
げ
た
。
と

こ
ろ
が
『
葉
黄
記
田
寛
元
四
年
（
～
二
四
六
）
一
一
月
五
日
条
に
は
、
久
我

照
光
の
知
行
国
尾
張
が
平
野
祭
の
用
途
に
充
て
ら
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
、

「
国
務
、
即
平
野
神
主
兼
頼
也
』
と
あ
る
。
卜
部
兼
頼
は
最
高
で
も
正
四
位

下
ま
で
し
か
昇
っ
て
お
ら
ず
、
五
味
が
例
示
し
た
人
物
達
に
比
べ
て
特
に
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

分
が
高
い
と
は
結
え
な
い
。
つ
ま
り
「
国
務
」
と
い
う
表
現
は
必
ず
し
も
高

い
身
分
を
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
「
奉
行
」
「
国
務
」
と
い
う
史
料
上
の
表
現

を
も
っ
て
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
も
国
務
奉
行
の
こ

と
を
指
し
て
お
り
、
身
分
の
高
低
に
よ
り
「
知
行
国
の
複
化
扁
の
有
無
は
論

じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
章
で
は
鎌
倉
時
代
の
知
行
国
運
営
を
検
討
し
、
院
宮
分
国
や
上

級
公
家
知
行
国
で
は
国
務
奉
行
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

こ
れ
ら
の
知
行
国
で
は
、
見
か
け
上
、
国
主
と
国
務
奉
行
の
二
人
に
国
内
支

配
権
が
分
か
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
た
め
、
竹
内
・
橋
本
は
国
務

奉
行
を
も
う
一
人
の
知
行
国
主
と
考
え
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
前
節
の
三
条

長
兼
の
よ
う
に
、
国
務
奉
行
は
国
務
を
委
任
さ
れ
つ
つ
も
、
定
期
的
に
報
告

を
行
っ
て
主
人
の
指
示
を
仰
い
で
い
る
。
国
務
奉
行
は
独
立
し
た
国
主
と
し

て
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
院
司
・
家
司
の
立
場
か
ら
国
務
を
行
っ
て
い
る
。

野
天
の
君
か
ら
知
行
国
を
与
え
ら
れ
て
制
度
的
に
一
国
支
配
権
を
認
め
ら
れ

た
国
主
と
、
そ
の
国
主
か
ら
私
的
に
国
務
を
委
任
さ
れ
る
国
務
奉
行
を
同
列

に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
後
堀
河
院
分
国
の
播
磨

国
高
屋
・
柏
野
荘
の
事
例
で
は
、
国
務
奉
行
が
自
分
の
家
政
機
構
を
用
い
て

国
務
に
当
た
っ
て
い
る
た
め
、
一
見
す
る
と
通
常
の
知
行
国
支
配
と
同
じ
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
院
分
国
運
営
の
都
合
上
、
自
分
の
家
政
機

構
を
用
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
院
分
国
と
知
行
国
と
が
複
合
す
る
と

は
言
え
な
い
。
院
分
国
の
国
務
奉
行
は
総
じ
て
身
分
が
高
く
、
自
ら
も
知
行

国
主
と
な
り
う
る
層
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
つ
の
国
が
二
つ
の
知
行
国
に

設
定
さ
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
先
行
研
究
に
植
え
付
け
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
知
行
国
の
複
化
」
は
、
国
務
奉
行
制
に
よ
る
知
行
国
運
営
の
産
物
で
あ

っ
た
。
次
章
で
は
、
国
務
奉
行
の
具
体
的
役
割
お
よ
び
国
務
運
営
の
実
態
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。

①
　
原
本
は
隅
弘
文
荘
多
層
目
録
輪
二
四
所
収
。
本
稿
で
は
C
D
l
R
O
M
版
『
弘

　
文
荘
待
買
古
書
目
隔
（
～
九
九
八
年
、
八
木
書
店
）
で
確
認
し
た
。
な
お
、
『
明
月

　
記
馳
の
各
原
本
の
所
蔵
状
況
に
つ
い
て
は
、
尾
上
陽
介
「
糊
明
月
記
臨
原
本
お
よ

　
び
原
本
断
簡
一
覧
稿
」
（
『
明
月
記
研
究
』
七
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

②
史
料
一
に
見
え
る
藤
原
盛
兼
は
、
承
久
三
年
八
月
二
九
日
か
ら
元
仁
二
年
（
一

　
二
二
五
）
正
月
二
三
日
の
去
任
ま
で
播
磨
守
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
間
の
知
行
国
主

　
は
近
衛
家
実
で
あ
る
。
盛
兼
の
去
任
直
後
に
は
、
同
じ
く
近
衛
家
家
司
の
平
信
広
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が
新
た
に
国
守
に
補
任
さ
れ
た
。
同
一
国
主
の
も
と
で
の
国
守
の
交
代
は
し
ば
し

　
ば
見
ら
れ
る
の
で
、
国
主
は
引
き
続
き
家
子
で
あ
ろ
う
。
信
広
は
そ
の
後
寛
喜
三

　
年
八
月
二
九
日
に
も
播
磨
守
と
し
て
見
え
る
の
で
、
少
な
く
と
も
承
久
三
年
八
月

　
二
九
日
か
ら
寛
喜
三
年
八
月
二
九
日
ま
で
、
播
磨
は
家
実
知
行
国
で
あ
っ
た
と
考

　
え
ら
れ
る
。
以
上
は
『
公
卿
補
任
㎞
嘉
禄
元
年
藤
原
盛
兼
項
、
『
明
月
記
㎞
元
仁

　
二
年
正
月
二
四
日
条
お
よ
び
『
民
経
記
』
（
大
日
本
古
記
録
、
岩
波
書
店
）
貞
永

　
元
年
（
＝
～
三
二
）
閏
九
月
紙
背
文
書
（
一
九
ウ
）
に
よ
る
。
平
信
広
が
近
衛
家

　
家
司
で
あ
る
こ
と
は
魍
猪
隈
関
白
記
』
（
大
日
本
古
記
録
）
承
元
二
年
（
｝
二
〇

　
八
〉
＝
月
四
日
条
を
参
照
。

③
　
　
『
民
経
記
温
に
よ
れ
ば
、
同
年
七
月
二
四
日
の
除
目
で
藤
原
光
俊
、
～
｝
月
四

　
日
の
除
目
で
藤
原
二
念
が
越
中
守
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
近
衛
家
家
罰

　
で
あ
り
、
越
中
国
は
近
衛
家
実
知
行
国
と
考
え
ら
れ
る
（
糊
猪
隈
関
白
記
魅
安
貞

　
二
年
三
月
断
簡
、
欄
花
押
か
が
み
隔
ニ
ノ
一
八
一
四
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濃
）
（
九
条
良
経
）

④
萌
翠
蓋
』
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
四
月
一
五
日
条
に
は
、
「
信
乃
為
＝
左
大
臣
殿

　
　
　
（
三
条
）

　
御
駕
↓
長
兼
可
二
国
務
一
云
々
」
と
あ
り
、
信
濃
が
九
条
良
経
の
知
行
国
に
定
め
ら

　
れ
、
国
務
は
長
兼
に
任
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
長
兼
は
良
経
の
執
事
家
司
で
あ

　
つ
た
（
魍
明
月
記
㎞
正
治
元
年
（
～
一
九
九
）
六
月
二
三
日
条
）
。
ま
た
哩
三
長

　
記
㎞
（
増
補
史
料
大
成
、
臨
川
書
店
）
に
よ
る
と
、
元
久
三
年
（
一
二
〇
六
）
四

　
月
三
日
、
九
条
召
書
は
急
逝
し
た
良
経
の
知
行
国
讃
岐
・
越
後
を
土
佐
と
相
博
し
、

　
翌
日
に
は
長
兼
に
土
佐
国
の
国
務
を
行
う
よ
う
命
じ
て
い
る
。
そ
の
後
噸
三
長

　
記
㎞
に
は
、
土
佐
国
務
に
つ
い
て
兼
実
に
報
告
・
土
佐
国
在
庁
官
人
に
使
節
を
派

　
遣
（
四
月
五
日
）
、
土
佐
国
に
課
さ
れ
た
蓮
華
王
院
の
修
造
に
つ
い
て
兼
実
と
相

　
談
（
同
一
〇
日
）
国
除
目
を
実
施
（
五
月
四
日
）
な
ど
、
長
兼
が
国
務
運
営
を
取

　
り
仕
切
る
記
事
が
散
見
す
る
。

⑤
播
磨
は
、
貞
永
二
年
（
＝
一
三
三
）
正
月
三
〇
日
に
設
定
さ
れ
て
以
来
（
『
民

　
経
記
』
）
、
後
堀
河
院
が
没
す
る
天
福
二
年
八
月
ま
で
後
堀
河
院
分
国
で
あ
っ
た
。

⑥
実
氏
が
後
堀
河
の
執
事
院
司
だ
っ
た
こ
と
は
、
『
罠
経
記
㎞
貞
永
元
年
（
＝
　

　
三
二
）
閏
九
月
二
二
二
条
を
参
照
。
な
お
本
稿
で
は
院
司
比
定
の
際
、
『
皇
室
制

　
度
史
料
賑
太
上
天
皇
二
（
一
九
七
九
年
、
吉
川
弘
文
館
）
、
橋
本
義
彦
「
院
政
重

　
職
一
覧
」
（
『
中
世
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
、
一
九
七
三
年
、
近
藤
出
版
社
）
、
自
根
靖

　
大
「
院
司
の
基
礎
的
考
察
」
所
収
表
二
「
執
事
・
年
預
・
執
権
｝
覧
」
（
『
中
世
の

　
王
朝
社
会
と
院
政
㎞
、
二
〇
〇
〇
年
、
吉
川
弘
文
館
、
初
出
は
｝
九
九
二
年
）
を

　
参
考
に
し
た
。

⑦
『
民
経
記
幅
貞
永
元
年
（
＝
＝
二
二
）
閏
九
月
二
九
日
条
。

⑧
噸
明
月
記
臨
貞
永
二
年
（
＝
葦
三
）
二
月
＝
日
工
。

⑨
魍
葉
黄
記
睡
（
史
料
纂
集
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）
寛
元
四
年
（
＝
西
六
）

　
三
月
二
二
日
、
五
月
二
〇
日
、
宝
治
二
年
（
ご
一
四
八
）
＝
月
二
日
条
（
宝
治

　
二
年
＝
月
二
日
条
は
門
大
日
本
史
料
㎞
第
五
編
之
二
七
所
収
）
。
直
後
深
草
天
皇

　
智
慧
歴
（
増
補
史
料
大
成
）
永
仁
二
年
（
＝
～
九
四
）
六
月
二
五
日
条
。
な
お
、

　
本
章
注
⑥
隅
皇
室
制
度
史
料
隔
所
収
『
洞
院
家
廿
巻
部
類
輪
引
用
の
『
公
光
卿

　
記
㎞
に
よ
る
と
、
院
執
事
に
任
命
さ
れ
た
の
は
定
通
の
患
子
顕
定
だ
っ
た
が
、

　
「
父
前
内
大
臣
一
向
可
工
奉
行
一
云
々
」
と
あ
り
実
質
的
に
執
事
を
勤
め
た
の
は
定

　
通
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
本
文
で
は
定
通
を
院
執
事
と
表
記
し
た
。

⑩
『
実
躬
自
記
撫
（
大
日
本
古
記
録
）
正
安
三
年
（
＝
二
〇
一
）
二
月
一
六
日
条
。

　
同
書
永
仁
二
年
（
～
二
九
四
）
正
月
二
二
日
条
に
、
遊
義
門
院
の
石
清
水
八
幡
宮

　
御
幸
の
際
、
御
供
と
し
て
冬
季
の
名
が
見
え
る
。
ま
た
、
冬
季
は
遊
義
門
院
の
皇

　
后
富
亮
で
あ
っ
た
（
魍
公
卿
補
任
㎞
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
滋
野
井
冬
季
項
）
。

　
皇
后
宮
の
職
員
は
院
号
宣
下
の
後
も
仕
え
る
こ
と
が
多
い
。
以
上
か
ら
、
冬
季
は

　
遊
義
門
院
司
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
后
宮
職
員
が
引
き
続
き
院
司
と
な
る

　
こ
と
は
、
『
皇
室
制
度
史
料
拙
后
妃
五
（
一
九
九
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）
ニ
ニ
五

　
頁
を
参
照
。

⑪
長
子
の
中
宮
職
は
、
大
夫
千
山
の
兼
業
、
権
大
夫
1
1
喜
界
の
盛
兼
（
嶺
初
徳
大

　
寺
鴬
野
）
、
大
進
1
1
藤
原
光
俊
・
平
綴
頼
、
少
進
1
1
平
熱
氏
、
権
転
進
1
1
藤
原
永

　
佐
と
い
う
よ
う
に
、
兄
弟
や
家
司
な
ど
近
衛
家
関
係
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
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出
身
家
の
家
政
機
構
に
依
存
す
る
格
好
に
な
っ
て
い
た
。

⑫
寛
喜
三
年
（
一
二
三
｝
）
八
旦
＝
二
日
、
幕
府
は
陸
奥
国
給
与
の
か
わ
り
に
備

　
中
国
を
朝
廷
に
返
上
し
た
。
備
中
は
中
宮
量
子
の
分
国
に
定
め
ら
れ
、
国
務
は
中

　
宮
亮
の
藤
原
親
房
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
『
明
月
記
臨
同
日
条
、
『
公
卿
補

　
任
隔
寛
喜
二
年
藤
原
親
房
項
）
。
親
房
は
樽
子
の
祖
父
良
農
以
来
の
九
条
家
家
司

　
で
、
道
家
に
も
仕
え
た
（
噸
明
月
記
瞼
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
七
月
二
二
日
、

　
寛
喜
元
年
一
〇
月
三
〇
日
条
）
。
こ
の
事
例
か
ら
も
出
身
家
関
係
者
が
中
宮
職
職

　
員
と
し
て
中
宮
を
支
え
た
こ
と
が
分
か
る
。

⑬
「
赤
間
神
宮
文
書
」
（
『
赤
間
神
宮
文
轡
㎏
（
一
九
八
九
年
、
吉
川
弘
文
館
）
一

　
〇
号
）
。
袖
判
比
定
は
槻
花
押
か
が
み
』
一
篇
ノ
ニ
四
一
一
。
四
条
隆
行
が
長
門
知

　
行
国
主
だ
っ
た
こ
と
は
、
糊
続
史
籍
集
覧
輪
（
近
藤
出
版
部
）
所
収
『
新
抄
』
文
永

　
元
年
（
～
二
六
四
）
六
月
六
日
・
八
月
一
日
条
に
よ
り
確
認
で
き
る
。

⑭
例
え
ば
、
康
元
二
年
（
＝
孟
七
）
二
月
の
出
雲
国
司
庁
宣
（
「
千
家
文
書
」
、

　
『
鎌
倉
遣
文
睡
八
〇
七
七
）
に
は
平
時
継
の
袖
判
が
据
え
ら
れ
て
い
る
（
『
花
押

　
か
が
み
幅
三
ノ
当
国
〇
七
）
。
平
時
継
が
当
時
の
出
雲
国
主
で
あ
る
こ
と
は
、
『
百

　
練
抄
暁
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
建
長
元
年
（
～
二
四
九
）
一
一
月
二
二
日
条
、

　
お
よ
び
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
四
月
二
七
日
付
の
『
仁
王
経
法
記
暁
（
「
醍
醐
導

　
文
書
」
【
二
八
函
、
『
愛
知
県
史
暁
資
料
編
八
、
三
七
一
号
）
に
よ
り
確
認
で
き

　
る
。

⑮
「
長
田
文
書
」
（
『
鎌
倉
遺
文
盛
補
四
二
）
。
袖
判
比
定
は
噸
花
押
か
が
み
山
ニ

　
ノ
一
五
六
～
。
源
通
親
が
因
幡
国
主
だ
っ
た
こ
と
は
、
『
玉
葉
臨
（
国
書
刊
行
会
）

　
文
治
元
年
（
＝
八
五
）
～
二
月
二
七
日
・
文
治
三
年
九
月
一
日
条
に
よ
り
確
認

　
で
き
る
。

⑯
『
平
戸
記
』
（
増
補
史
料
大
成
）
仁
治
三
年
（
＝
西
二
）
一
〇
月
二
六
日
条
。

⑰
『
公
卿
補
任
臨
文
永
＝
年
（
～
二
七
四
）
藤
原
頼
親
項
も
参
照
。

⑱
な
お
橋
本
は
院
宮
分
国
と
知
行
国
の
複
合
を
論
理
的
に
説
明
す
る
た
め
、
院
分

　
国
主
に
は
中
央
へ
の
公
納
物
が
納
め
ら
れ
、
知
行
国
主
は
国
守
得
分
を
取
得
す
る

　
と
す
る
。
し
か
し
勝
山
清
次
が
実
例
を
挙
げ
て
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
理

　
解
は
必
ず
し
も
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。
勝
山
清
次
「
橋
本
義
彦
著

　
『
平
安
貴
族
㎞
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
〇
一
、
～
九
八
七
年
）
。

⑲
『
公
卿
補
任
㎏
『
尊
卑
分
脈
隔
に
よ
る
。
信
範
・
画
期
は
国
務
を
行
っ
て
い
る

　
時
点
で
の
官
位
、
親
忠
は
極
官
で
あ
る
。

⑳
『
尊
卑
分
脈
臨
一
ノ
ニ
六
頁
。

第
三
章
　
国
務
奉
行
制
の
実
態

　
国
務
奉
行
は
知
行
国
主
に
代
わ
っ
て
国
務
を
総
括
す
る
存
在
で
あ
り
、
そ

の
権
限
は
多
岐
に
わ
た
る
。
例
え
ば
第
一
章
の
表
～
に
よ
る
と
、
免
田
の
設

定
や
国
衙
使
の
入
部
停
止
な
ど
を
命
じ
る
国
司
庁
宣
や
国
宣
に
は
国
務
奉
行

の
袖
判
を
持
つ
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
国
務
奉
行
の
承
認
を
受
け
て

発
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
務
奉
行
が
国
内
の
諸
案
件
に
関
す
る
裁
許

権
を
保
持
し
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
第
二
章
で
検
討
し
た
事
例
に
よ
る
と
、

国
務
奉
行
は
国
役
調
進
、
国
領
給
付
や
国
除
目
の
実
施
、
別
納
の
停
止
や
荘

園
の
収
公
を
行
う
な
ど
、
国
内
の
所
領
支
配
権
を
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
在

庁
へ
の
使
節
派
遣
や
国
司
申
任
も
行
っ
て
お
り
、
国
司
以
下
へ
の
指
揮
権
も

保
持
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
国
務
奉
行
は
一
国
全
体
に
対

す
る
指
揮
権
（
支
配
権
）
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
知
行
国
主
か
ら
国
内
支

配
権
を
委
託
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
で
は
、
国
務
奉
行
に
求
め
ら
れ
た
役
割

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
ま
ず
こ
の
点
を
考
察
す
る
。
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【
史
料
四
】

　
　
（
イ
）

第
一
節
　
国
務
奉
行
の
経
済
奉
仕

『
岡
屋
関
白
記
騙
寛
元
四
年
（
＝
～
四
六
）
三
月
一
〇
日
条

　
　
　
　
　
（
平
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鷹
司
兼
平
）

家
中
雑
事
、

（
ロ
）
｛
レ
之
申
二
恩
給
事
↓

　
　
　
　
　
　
（
河
内
）

不
レ
似
二
日
来
一
被
二
支
配
一
塊
之
閥
、
彼
卿
辞
凝
退
国
務
ハ

　
　
　
　
　
　
（
惟
宗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
江
）
　
（
藤
原
）

　
　
　
　
　
臭
墨
経
去
二
国
務
一
之
時
給
一
一
柿
園
い

卿
駒
之
時
又
給
二
苗
田
↓

事
也
、
道
理
都
不
レ
通
、

　
　
（
近
衛
家
実
）

以
二
彼
等
例
所
レ
申
云
々
、

依
レ
去
二
国
務
一
調
天
治
二
其
替
一
哉
、

　
　
　
　
　
楽
俊

此
事
理
不
レ
可
レ
然

　
　
　
（
ハ
）
難
レ

　
　
錯
、
不
レ
能
准
禦
親
俊
卿
誠
雛
レ
無
二
其
故
論
件
比
彼
牧

　
　
知
行
之
者
死
去
、
有
レ
便
之
問
、
仰
付
也
、
不
レ
似
二
国
儀
い
其
上
越
州

　
　
右
府
分
也
、
愚
老
何
致
二
其
沙
汰
一
哉
、
但
於
＝
其
条
一
翼
、
父
子
心
事
上

　
　
不
レ
及
二
是
非
測
桿
不
二
相
計
　
哉
、
彼
時
高
卿
所
レ
申
、
頗
錐
レ
不
レ
得
二
其

　
　
意
一
切
一
　
親
俊
卿
二
一
其
為
レ
体
無
＝
勝
劣
ハ
共
故
殿
旧
臣
也
、
不
レ
論
二
是

　
　
非
【
欲
レ
充
調
給
一
所
一
之
処
、
称
二
荒
廃
之
所
一
不
レ
給
レ
之
、
為
レ
人
敢
無
レ

　
　
苦
、
為
レ
身
尤
有
レ
聖
主
、
件
卿
天
性
大
筆
欲
之
人
形
、
土
日
恥
辱
事
一
也
、

　
　
早
臥
弾
指
【
予
々
々
、

　
近
衛
家
知
行
国
の
国
務
泰
行
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
当
時
、
越
前
国
は

鷹
司
兼
平
の
知
行
国
で
、
近
衛
家
家
司
の
平
時
高
が
国
務
奉
行
と
し
て
沙
汰

　
　
　
①

し
て
い
た
。
し
か
し
雲
高
は
国
務
奉
行
を
辞
退
す
る
旨
を
兼
平
の
兄
で
近
衛

家
当
主
の
兼
経
に
申
し
入
れ
、
ま
た
辞
退
に
あ
た
っ
て
恩
給
を
要
求
し
て
い

る
。
時
高
は
恩
給
を
要
求
す
る
根
拠
と
し
て
、
か
つ
て
の
惟
宗
行
経
・
藤
原

親
骨
が
国
務
奉
行
を
辞
退
し
た
際
の
先
例
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
事
例

を
も
と
に
国
務
奉
行
の
経
済
奉
仕
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
ま
ず
、
傍
線
部
（
イ
）
に
見
え
る
よ
う
に
、
樹
高
は
鷹
司
兼
平
家
の
雑
事

が
い
つ
も
に
も
増
し
て
越
前
に
賦
課
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
国
務
奉
行
を
辞

退
し
て
い
る
。
国
務
奉
行
は
国
主
か
ら
様
々
な
用
途
を
賦
課
さ
れ
、
担
当
国

の
国
役
と
し
て
調
進
し
た
。
例
え
ば
寛
元
四
年
（
＝
～
四
六
）
、
後
嵯
峨
院

分
国
播
磨
の
国
務
奉
行
土
御
門
墨
描
は
、
院
の
石
清
水
参
籠
の
費
用
を
播
磨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

国
役
と
し
て
用
意
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
役
の
調
進
は
徴
収
を
前
提
と

し
て
お
り
、
国
務
奉
行
は
徴
収
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
努
力
も
怠
ら
な
か
っ

た
。
例
え
ば
前
章
で
見
た
西
園
寺
実
氏
は
、
後
堀
河
院
分
美
濃
国
で
別
納
の

停
止
を
進
言
し
、
ま
た
後
述
す
る
播
磨
国
高
屋
・
柏
野
荘
の
収
公
に
も
関
与

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
国
役
の
徴
収
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
馬
立
荘
園
や

別
納
な
ど
の
国
領
へ
の
臨
港
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
務

奉
行
に
第
一
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
知
行
国
主
か
ら
委
任
さ
れ
た
国
務
を
無

事
遂
行
し
、
滞
り
な
く
収
益
を
も
た
ら
す
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
調
進
を
果
た
せ
な
い
場
合
に
は
未
進
分
を
自
腹
で
弁
償
す
る
か
、
あ

る
い
は
国
務
奉
行
の
地
位
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
元
亨
元
年
（
一
三

二
～
）
六
月
二
五
日
、
花
園
院
分
国
三
河
の
国
務
奉
行
は
、
院
別
当
日
野
俊
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③

光
か
ら
院
執
事
西
園
寺
実
衡
へ
と
交
代
し
た
。
日
野
俊
光
は
国
役
閾
怠
を
院

か
ら
詰
問
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
原
因
で
国
務
奉
行
を
辞
任
し
た
よ
う
で
あ

る
。
時
高
も
賦
課
に
応
え
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
国
務
を
辞
退
し
た
の
だ
ろ

う
。　

国
務
泰
行
に
は
確
実
に
収
益
を
上
げ
る
責
任
が
あ
り
、
負
担
の
大
き
な
奉

仕
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
傍
線
部
（
ロ
）
の
よ
う
に
、
時
高

は
国
務
奉
行
を
辞
退
す
る
際
に
奉
仕
の
見
返
り
と
し
て
恩
給
を
要
求
で
き
た

の
で
あ
る
。
近
衛
兼
経
は
「
依
レ
去
二
国
務
一
環
必
預
二
塗
替
一
哉
」
と
憤
慨
し

つ
つ
も
、
結
局
は
所
領
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
国
務
奉
行
は
恩
給
に
値

す
る
奉
仕
で
あ
る
と
の
認
識
が
鎌
倉
中
期
に
は
確
立
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
下
線
部
（
ハ
）
に
よ
る
と
、
「
彼
御
事
」
（
近
衛
家
実
の
死
）
の
際
、
家

実
「
寵
愛
者
」
の
惟
宗
行
経
は
即
座
に
国
務
奉
行
を
辞
退
し
、
石
経
は
そ
れ

を
哀
れ
ん
で
柿
園
を
給
与
し
た
。
こ
こ
か
ら
国
務
奉
行
を
退
く
こ
と
で
何
ら

か
の
経
済
的
損
失
が
生
じ
る
の
で
は
と
推
測
で
き
る
。
『
三
中
記
』
建
久
九

年
（
一
一
九
八
）
四
月
二
一
日
条
の
記
述
か
ら
は
、
後
鳥
羽
院
の
二
条
殿
を

造
営
し
「
荘
厳
」
に
「
心
逸
尽
美
」
し
た
、
院
執
事
源
通
親
の
財
力
を
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
逓
親
は
自
ら
の
知
行
国
因
幡
・
伊
予
以
外
に
、
国
務

奉
行
と
し
て
後
鳥
羽
院
分
国
美
濃
・
丹
波
も
支
配
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

力
を
つ
ぎ
込
ん
で
造
営
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
国
務
奉
行
は
、
国
主
か
ら
国

務
を
任
さ
れ
て
折
々
の
賦
課
に
応
え
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
国
内
か
ら
収

入
を
得
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
本
節
で
は
経
済
奉
仕
を
中
心
に
国
務
奉
行
の
役
割
を
見
て
き
た
。
次
節
で

は
知
行
国
運
営
に
お
け
る
家
政
機
構
の
役
割
を
考
察
し
た
い
。

第
一
一
節
　
国
務
運
営
と
家
政
機
構

　
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
、
安
心
門
院
領
の
播
磨
国
高
屋
・
柏
野
荘
は

「
行
書
」
に
よ
り
国
使
を
入
部
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
収
公
の
危
機
に
あ
っ
た
。

信
管
を
知
行
し
た
尊
性
法
親
王
は
、
門
内
府
」
が
収
公
の
許
可
を
申
請
し
た

ら
常
置
の
由
緒
を
示
す
「
故
院
庁
下
文
案
」
を
提
出
す
る
と
述
べ
て
収
公
を

阻
止
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
惣
検
注
使
の
弘
長
衡
法
師
」
が
国
事
実
施
の

た
め
に
下
向
す
る
こ
と
と
な
り
収
公
は
時
間
の
問
題
と
な
っ
た
た
め
、
尊
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
急
ぎ
安
堵
の
院
宣
を
賜
る
よ
う
宮
中
に
申
し
入
れ
て
い
る
。
「
内
庵
」
は

西
園
寺
実
氏
、
「
行
業
」
「
長
島
法
師
」
は
中
原
行
兼
・
三
善
長
衡
で
共
に
西

　
　
　
　
　
　
　
⑥

園
寺
家
家
司
で
あ
る
。
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
当
時
の
播
磨
国
は
後
証
二
院

分
国
で
、
国
務
奉
行
は
実
氏
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
荘
園
の
収
公
と
い
う
国
内

所
領
支
配
上
の
重
大
事
に
、
国
務
奉
行
と
そ
の
家
司
達
が
深
く
関
与
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
使
者
の
派
遣
な
ど
今
回
の
収
公
計
画
は
実
氏
の
指
揮
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
事
例
は
院
分
国
の
国
務
が
国
務
奉
行
の
家
政
機
構

に
依
存
し
て
運
営
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
表
一
や
注
も
含
め
て
本
稿
で
取
り
上
げ
た
院
分
国
の
国
務
奉
行
の
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官
位
を
調
べ
て
み
る
と
、
正
二
位
内
大
臣
（
爾
園
寺
実
氏
）
、
正
二
位
前
内

大
臣
（
土
御
門
定
通
）
、
正
二
位
権
大
納
言
（
源
通
親
、
土
御
門
顕
定
、
洞

院
実
雄
、
世
語
通
成
、
顯
園
寺
実
衡
）
、
正
二
位
前
権
大
納
言
（
田
野
俊
光
）
、

正
二
位
中
納
言
（
滋
野
井
冬
季
）
、
正
二
位
前
権
中
納
雷
（
中
御
門
為
方
）
、

正
三
位
権
中
納
醤
（
葉
室
定
嗣
）
、
正
四
里
下
左
京
大
夫
．
（
叡
知
嗣
、
極

　
　
　
　
⑦

官
）
と
な
る
。
橘
知
嗣
以
外
は
三
位
以
上
の
公
卿
で
、
そ
れ
ぞ
れ
整
備
さ
れ

た
家
政
機
関
を
持
っ
て
い
た
。
院
分
国
支
配
に
自
ら
の
家
政
機
構
を
利
用
し

た
国
務
奉
行
は
、
西
園
寺
実
氏
だ
け
に
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
上
級
公
家
知
行
国
の
国
務
奉
行
の
官
位
を
調
べ
て
み
る
と
、
従
三

位
非
参
議
（
平
時
高
）
、
正
四
位
下
蔵
入
頭
右
大
弁
（
平
範
囲
）
、
正
四
位
下

働
大
弁
（
三
条
蝶
兼
）
、
正
四
位
下
右
馬
頭
（
源
弓
長
、
極
官
）
、
従
四
位
下

土
佐
守
（
源
則
長
、
極
蜜
）
、
正
五
融
融
大
外
記
（
清
原
宗
尚
、
極
富
）
、
正

五
位
下
左
四
弁
（
藤
原
親
密
）
、
正
五
言
下
右
少
直
垂
皇
后
宮
大
進
（
平
範

輔
）
と
な
っ
て
い
る
（
惟
宗
行
経
は
不
明
）
。
平
時
高
以
外
は
い
ず
れ
も
四

位
以
下
で
、
院
分
国
の
国
務
奉
行
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
達
の

家
政
機
構
は
公
卿
に
比
べ
れ
ば
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
自
ら
の

家
政
機
構
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
主
家
の
家
政
機
関
職
員
も
動
員
し
て
国
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
中
宮
分
国
の
国
務
奉
行
の
官
位
は
従
三
位
非
参
議
右
京
大
夫
（
藤
原

親
房
）
、
正
四
位
無
糖
人
頭
右
大
弁
（
平
範
輔
）
で
、
上
級
公
家
知
行
国
の

国
務
奉
行
の
階
層
と
～
致
す
る
。
こ
れ
は
、
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
中
宮
分

国
の
国
務
運
営
が
出
身
家
の
家
政
機
構
に
依
存
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
従

来
、
天
皇
家
に
関
わ
る
知
行
国
は
院
宮
分
国
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
て
き
た

が
、
中
宮
分
国
の
国
務
運
営
は
出
身
家
の
家
政
機
構
に
依
存
す
る
薗
が
強
い
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
摂
関
家
出
身
以
外
、
例
え
ば
西
園
寺
家
な
ど
出
身
の
中

宮
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
分
類
を
改
め
、
院
分
国
の
系
列
と
中
宮

分
国
・
上
級
公
家
知
行
国
の
系
列
と
に
分
類
し
直
す
こ
と
も
可
能
で
は
な
か

　
　
⑨

ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
院
宮
や
上
級
公
家
は
複
数
の
知
行
国
を
同
時
に
保
持
す
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
国
務
運
営
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
第
一
・
二
章
で
見
た
平
範
輔
は
近
衛
家
知
行
国
播
磨
と
中
宮
分
国
因

幡
の
国
務
奉
行
を
務
め
、
ま
た
前
節
で
見
た
源
通
親
は
後
鳥
羽
院
分
国
美

濃
・
丹
波
の
国
務
奉
行
を
兼
任
し
て
い
た
。
一
人
の
人
物
が
同
時
に
複
数
国

の
国
務
奉
行
を
兼
帯
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
第

二
章
で
見
た
よ
う
に
、
三
条
長
兼
は
九
条
良
経
の
知
行
国
信
濃
の
国
務
奉
行

だ
っ
た
が
、
良
経
死
後
に
土
佐
が
九
条
兼
実
知
行
国
に
な
る
と
土
佐
の
国
務

奉
行
を
務
め
て
い
る
。
ま
た
藤
原
親
房
は
中
宮
分
国
備
中
の
国
務
奉
行
で
あ

っ
た
が
、
中
宮
分
国
が
美
濃
に
代
わ
っ
て
も
引
き
続
き
国
務
奉
行
を
担
当
し

　
　
⑩

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
知
行
国
が
交
代
し
て
も
同
一
人
物
が
国
務
奉
行
と
な

っ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
定
の
家
司
が
複
数
国
の
国
務
奉
行
を
兼
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帯
し
、
さ
ら
に
知
行
国
が
代
わ
っ
て
も
引
き
続
き
同
一
人
物
が
国
務
奉
行
と

な
，
る
こ
と
で
、
知
行
国
の
国
務
は
円
滑
に
運
営
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

　
国
務
奉
行
の
多
く
は
院
執
事
や
院
評
定
衆
、
執
事
家
司
な
ど
家
政
機
構
の

中
枢
を
担
う
人
物
達
で
あ
り
、
国
主
の
家
司
で
あ
れ
ば
誰
で
も
な
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
こ
れ
は
国
務
奉
行
が
知
行
国
運
営
の
要
と
な
る
ポ
ス
ト
と
し
て
、

国
主
の
家
政
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
平
安
後
期

ま
で
国
務
運
営
の
中
心
は
国
守
で
あ
っ
た
が
、
国
守
は
次
第
に
国
務
に
関
与

し
な
く
な
っ
て
有
名
無
実
化
し
、
知
行
国
主
が
国
務
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
は
、
鎌
倉
期
に
な
る
と
庁
宣
の
多
く
が
国
守
の
署
判
を
持
た
な
く

な
り
、
国
主
（
あ
る
い
は
国
務
奉
行
）
の
袖
判
の
み
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ

と
、
国
主
の
発
給
文
書
で
あ
る
国
宣
が
文
書
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
、
鎌
倉

中
期
以
降
に
名
国
司
が
増
加
す
る
こ
と
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
国
内

支
配
権
を
掌
握
し
た
国
主
か
ら
国
務
を
委
任
さ
れ
、
二
代
・
国
雑
掌
を
指
揮

し
つ
つ
実
質
的
な
運
営
を
担
う
責
任
者
が
、
国
務
奉
行
な
の
で
あ
る
。
実
務

レ
ベ
ル
に
お
い
て
目
代
・
国
雑
掌
が
果
た
す
役
割
を
軽
視
す
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
広
く
知
行
国
の
経
営
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
国
役
の
調
進
や

所
領
の
給
付
・
収
着
、
庁
宣
・
国
宣
の
発
給
な
ど
を
司
る
国
務
奉
行
が
そ
の

申
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
の
よ
う
な
国
務
奉
行
制
の
萌
芽
形
態
は
す
で
に
平
安
後
期
に
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
確
立
は
知
行
国
主
が
国
務
を
完
全
に
掌
握
す
る
鎌
倉
時
代
で

あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
、
国
務
奉
行
制
が
金
断
的
に
展
開
し
、
知
行
国
制
は
極

相
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

①
『
澗
麗
関
白
記
軌
同
年
二
月
一
日
条
も
参
照
。
前
掲
門
国
司
一
覧
」
は
時
高
を

　
前
国
主
、
兼
平
を
新
国
主
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
と
兼
平
家
雑
事
の
賦
課
を
理
由
に

　
時
高
が
国
務
を
辞
退
す
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
く
な
る
。
本
文
の
よ
う
に
考
え
る

　
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

②
『
葉
黄
記
幅
寛
発
囮
年
（
＝
西
六
）
五
月
二
〇
臼
条
。
同
三
月
；
百
条
で
、

　
定
通
は
後
嵯
峨
院
に
「
播
磨
国
務
条
々
事
」
を
奏
上
し
て
い
る
。
定
通
は
国
務
奉

　
行
と
し
て
後
嵯
峨
院
の
指
示
を
受
け
つ
つ
、
播
磨
国
の
国
務
運
営
を
行
っ
て
い
た

　
の
で
あ
る
。

③
『
花
園
天
皇
震
記
輪
（
史
料
纂
集
）
同
臼
条
。

④
一
三
中
記
㎞
（
『
仙
洞
御
移
徒
部
類
記
』
上
（
一
九
九
〇
年
、
明
治
書
院
）
一
〇

九
頁
）
に
は
、
「
知
行
両
国
羅
之
外
書
分
署
重
美
略
如
・
知
歯
と
あ
る
。

　
通
親
が
後
鳥
羽
院
執
事
だ
っ
た
こ
と
は
、
『
王
都
二
輪
要
田
条
（
同
一
〇
四
頁
）

　
参
照
。

⑤
以
上
、
す
べ
て
「
聖
経
寺
所
蔵
法
華
経
紙
背
文
書
」
（
『
鎌
倉
羅
文
㎞
四
五
三
五
、

　
四
五
四
一
、
四
五
五
六
）
。
尊
性
法
親
王
は
後
高
倉
院
の
第
一
皇
子
で
、
後
堀
河

　
院
・
安
嘉
門
院
の
兄
に
当
た
る
。
尊
性
が
安
嘉
門
院
領
の
高
屋
・
柏
野
荘
を
知
行

　
し
、
両
国
に
つ
い
て
宮
中
に
申
し
入
れ
て
い
る
の
も
血
縁
関
係
を
背
景
と
す
る
。

　
な
お
同
史
料
の
書
誌
的
概
要
に
つ
い
て
は
、
山
本
信
吉
「
尊
性
法
親
王
消
息
醗
摺

　
法
華
経
」
（
『
国
学
院
雑
誌
隔
八
○
ノ
＝
、
一
九
七
九
年
）
を
参
照
。

⑥
　
行
兼
と
長
衡
は
共
に
実
氏
の
父
公
経
「
専
一
之
者
偏
門
専
一
無
双
之
者
」
と
評

　
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
な
お
畏
衡
の
法
名
は
理
謬
で
あ
る
が
長
衡
法
師
と
も
呼
ば

　
れ
て
い
る
。
以
上
は
明
明
月
記
輪
承
元
二
年
目
｛
二
〇
八
）
六
月
二
日
条
、
咽
平
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描
記
㎞
寛
元
二
年
（
＝
一
四
四
）
三
月
二
六
B
条
に
よ
る
。
長
衡
に
つ
い
て
は
、

　
龍
粛
「
西
園
寺
家
の
興
隆
と
そ
の
財
力
扁
（
噸
鎌
倉
時
代
目
下
、
一
九
五
五
年
、
春

　
秋
社
）
を
参
照
。

⑦
咽
公
卿
補
任
』
か
ら
判
明
す
る
国
務
奉
行
在
任
当
時
の
官
位
を
示
し
た
。
「
極

　
宮
」
と
あ
る
の
は
『
尊
卑
分
脈
駈
か
ら
判
明
す
る
極
宮
を
示
す
。
以
下
、
摂
関
家

　
知
行
国
・
中
宮
分
国
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

⑧
例
え
ば
、
第
二
章
注
⑫
で
見
た
中
宮
樽
子
の
分
国
備
前
の
場
合
、
国
務
奉
行
に

　
は
中
宮
亮
で
九
粂
家
家
司
の
藤
原
親
扉
が
就
任
し
、
「
又
目
代
」
に
は
同
じ
く
九

　
条
家
に
仕
え
る
申
長
行
兼
が
就
任
し
て
い
る
（
行
兼
が
九
条
家
に
仕
え
た
こ
と
は

　
『
明
月
記
隔
承
元
二
年
（
＝
一
〇
八
）
六
月
二
日
条
を
参
照
）
。
親
房
は
現
地
で

　
の
実
務
を
行
兼
に
命
じ
て
国
務
を
運
営
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑨
も
ち
ろ
ん
皇
族
出
身
の
中
宮
も
い
る
の
で
全
て
の
中
宮
分
国
に
該
当
す
る
と
言

　
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
よ
り
検
討
を
深
め
た
い
。

⑩
『
明
月
記
臨
貞
永
二
年
（
＝
～
三
三
）
三
月
二
〇
日
条
、
『
民
経
記
触
同
正
月

　
三
〇
日
条
。

⑪
例
え
ば
長
寛
二
年
（
＝
六
四
）
、
藤
原
基
実
知
行
国
の
越
後
で
は
、
国
務
奉

　
行
と
考
え
ら
れ
る
家
司
平
儀
範
の
も
と
に
国
内
か
ら
の
訴
訟
文
書
が
も
た
ら
さ
れ

　
て
い
る
（
前
掲
五
味
論
文
参
照
）
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
鎌
倉
時
代
の
知
行
国
主
レ
ベ
ル
に
お
け
る
国
務
運
営
を
検
討
し
、

院
画
分
国
や
上
級
公
家
知
行
国
で
は
、
特
定
の
院
司
（
家
司
）
が
国
務
奉
行

と
な
り
、
知
行
国
主
に
代
わ
っ
て
国
務
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

上
記
以
外
の
知
行
国
、
関
東
御
分
国
や
寺
社
知
行
國
で
も
国
務
奉
行
制
は
確

認
さ
れ
る
。
寺
社
知
行
国
で
は
、
大
勧
進
（
東
大
寺
・
東
寺
）
、
執
行
（
法

勝
寺
）
、
執
当
（
延
暦
寺
）
な
ど
堂
舎
の
修
造
・
管
理
を
司
る
役
職
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

人
物
が
国
務
を
管
掌
し
た
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
国
主
で
あ
る
寺
家
や
社
家
か

ら
国
務
を
請
け
負
っ
て
、
そ
の
収
益
に
よ
り
造
営
を
遂
げ
る
わ
け
だ
か
ら
、

国
務
奉
行
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
関
東
御
分
国
に
は
次
の

よ
う
な
事
例
が
あ
る
。
貞
応
元
年
（
＝
三
二
）
一
〇
月
、
備
前
国
金
山
寺

の
住
僧
ら
が
門
国
領
」
を
申
請
し
た
際
に
、
北
条
泰
時
は
「
如
二
申
状
一
者
、

尤
不
便
、
所
詮
任
二
先
例
納
可
レ
令
レ
致
二
沙
汰
｝
之
状
如
件
し
と
い
う
裁
許
を

　
　
　
　
②

加
え
て
い
る
。
通
常
「
国
宝
」
を
申
請
す
る
文
書
に
は
、
国
守
や
知
行
国
主

が
裁
許
を
加
え
る
。
当
時
、
備
前
国
は
関
東
御
分
国
と
な
っ
て
い
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

金
山
寺
住
僧
ら
は
幕
府
に
「
国
裁
」
を
申
請
し
た
。
こ
の
住
僧
達
の
訴
え
に

「
国
裁
」
を
下
し
た
北
条
泰
時
の
立
場
は
、
国
務
奉
行
に
他
な
ら
な
い
。
以

上
、
公
家
知
行
国
以
外
で
も
国
務
奉
行
制
が
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
簡
単
に

示
し
た
。
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

平
安
後
期
に
ま
ず
公
家
知
行
團
が
成
立
し
、
や
が
て
国
務
奉
行
制
が
確
立
し

て
い
く
な
か
、
公
家
知
行
国
の
基
本
構
造
を
土
台
に
寺
社
知
行
国
・
関
東
御

分
国
も
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
分
析
で
明
ら
か
に
な
っ
た
諸
事
実
は
知
行
国
の
国
務

運
営
と
い
う
論
点
だ
け
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
国
司
多
宝
・

国
宣
の
様
式
が
家
格
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
点
は
、
国
務
文
書
を
は
じ
め
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と
す
る
文
書
論
に
新
た
な
知
見
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
家
格
に
応
じ

て
国
務
の
運
営
形
態
が
異
な
る
点
は
、
家
格
の
視
点
か
ら
従
来
の
知
行
国
理

解
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
物
語
る
し
、
荘
園
経
営
の
実
態
と
考
え
合

わ
せ
る
こ
と
で
鎌
倉
時
代
の
家
政
運
営
や
貴
族
社
会
を
考
え
る
際
に
も
有
効

と
な
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
従
来
の
知
行
国
主
比
定
で
は
不
十
分
な
こ
と

が
明
ら
か
と
な
り
、
早
急
に
比
定
を
検
討
し
直
す
必
要
が
出
て
き
た
。
こ
の

作
業
を
行
っ
た
上
で
、
当
該
期
の
知
行
国
制
に
新
た
な
知
見
を
加
え
る
こ
と

が
次
の
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
応
え
る
こ
と
と
し
、

ひ
と
ま
ず
摺
筆
し
た
い
。

　
①
前
掲
竹
内
論
文
。
黒
し
、
竹
内
は
こ
れ
ら
を
知
行
国
主
と
す
る
。

　
②
貞
応
元
年
（
【
二
二
；
一
〇
月
日
付
備
前
国
金
山
寺
住
僧
等
解
（
「
金
山
寺

　
　
文
香
」
、
『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
＝
）
。
な
お
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
前
掲
石
井

　
　
進
論
文
も
言
及
し
て
い
る
。

　
③
欄
承
久
三
年
四
年
日
次
記
』
承
久
三
年
（
＝
一
二
一
）
一
〇
月
二
九
日
条

　
　
（
阿
大
日
本
史
料
』
第
五
編
二
一
）
。

【
付
記
】
　
本
稿
の
作
成
に
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
の
花
押

カ
ー
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
罵
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
研
修
員
）
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A　Study　of　the　Provincial　Administration　of　Chigyokoku

　　　　　　　of　the　Nobfity　in　the　Kamal〈ura　Period

by

MlyAMOTo　Shiinpei

　　This　article　attempts　to　clarify　the　actual　situation　of　provincial　administration　at

the　level　of　a　chigyo－kokushu知行国主（a　prov｛ncia至pfo麺etor）kl　the　Kamakura

pe痴d．

　　Earlier　studies　presumed　that　the　sodehan，　a　rnonogram　that　was　affixed　at　the

begin血g　of　a　kokushi　chosen国司庁宣（a　proVincial　governor’s　decree）and　a

kokusen国宣（a　prov玉ncial　prophetor’s　decree），　was　that　of　the　chigyo－kokushu

and　that　he　administered　pyovincial　affairs．　However，　in　some　proprietary　provin－

ces，　the　sodehan　was　that　of　a　keishi家司（a　member　of　the　househo！d　of　a

chigyo－kokushu）．　This　was　thought　to　be　the　case　because　a　specially　designated

keishi　managed　the　prQvincial　administration．　ln　this　paper，　such　a　keishi　is　identi一

且ed　as　a　kokumu－bugyo国務奉行（an　oracial　charged　With　provincial　affairs），　and

the　system　in　which　such　a　kokumu－bugyo　administered　a　proprietary　province　is

labeled　the　kokumu－bugyo　system．　This　system　was　adopted　by　the　upper　nobfi－

ity，　such　as　the　irnperial　fami｝y天皇家，　and　the　regental　houses摂関家，　whose

members　occupied　・the　highest　levels　of　the　imperial　bureaucracy．

　　In　proprietary　provinces　administered　under　the　1〈okumu－bugyo　system，　・two

people，　the　chigyo－1〈okushu　and　the　kokumu－bugyo　seem　to　have　had　administra－

tive　control．　Therefore，　earlier　studies　thought　that　two　chigyo－kokushu　e幻sted血

a　single　province　at　one　time．　However，　the　kokumu－bugyo　who　was　privately　en－

trusted　with　the　adrninistration　of　a　province　by　his　lord　and　the　chigyo－kokushu

who　was　publicly　granted　the　rule　of　a　province　fどom　the　Chiten－no－km治天の君

（a　retired　emperor，　who　had　actual　con£rol　over　the　state），　cannot　be　treated　on

the　same　level．

　　The鉦st　duty　of　the　kokumu－bugyo　was　to　carry　out　provincial　administradon

and　to　bring　profit　to　his　lord．　ln　order　to　fuli］11　this　responsibdity，　he　made　use　of

the　lord’s　household　organization　and　sometimes　his　own．　The　kokumu－bugyo　held

a　centrai　position　in　his　lord’s　household，　which　indicates　the　importance　of　this

post　was　central　to　the　management　of　a　proprietary　province．

（715）


